
Ｉ
【
要
旨
一
Ｉ

弘
前
藩
は
、
同
元
と
江
戸
で
藩
庁
日
記
を
作
成
・
管
理
し
、
現
在
、
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
に
津
軽
家
文
書
と
し
て
、
弘
前
藩
国
日
記
は

寛
文
元
年
（
一
六
六
二
六
月
か
ら
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
一
二
月
の
三
二
九
九
冊
、
弘
前
藩
江
戸
Ｒ
記
は
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
五

月
か
ら
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
三
月
の
一
二
二
五
冊
が
現
存
す
る
。
藩
庁
日
記
は
毎
月
ほ
ぼ
一
冊
ず
つ
作
成
さ
れ
た
が
、
寛
文
期
よ
り
幕

末
ま
で
ほ
ぼ
欠
け
る
こ
と
な
く
現
存
し
て
い
る
状
況
は
希
有
な
例
と
言
え
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
日
記
を
作
成
・
管
理
し
た
日
記
役
に
注

目
し
、
日
記
役
が
作
成
し
た
「
御
日
記
役
勤
向
覚
記
」
を
紹
介
・
分
析
し
、
基
礎
的
な
考
察
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
初
期
の
日
記
役
の
職
務

は
、
藩
庁
日
記
の
作
成
・
管
理
と
将
軍
家
を
は
じ
め
と
す
る
諸
家
（
武
家
）
と
の
贈
答
に
関
わ
る
記
録
の
作
成
で
あ
り
、
そ
の
後
職
務
が
拡

大
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
録
を
作
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
延
宝
三
年
二
六
七
五
）
に
発
令
さ
れ
た
日
記
役
全
般
に
関
わ
る
条
目
が
基

底
と
な
り
日
記
役
の
職
務
が
確
定
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
時
期
に
藩
庁
日
記
の
記
述
内
容
も
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
日
記
役
は
寛
文
期
か

ら
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
日
記
役
が
表
右
筆
か
ら
分
離
す
る
と
と
も
に
、
下
役
な
ど
も
職
制
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
、
ま
た
、
日
記
役
の
前
役
も
、
そ
れ
以
前
は
御
手
廻
り
役
で
あ
っ
た
の
が
、
そ
れ
以
降
は
御
書
物
預
・
表
右
筆
・
日
記
物
書
な
ど
同

種
の
役
職
か
ら
の
転
任
へ
と
変
化
す
る
こ
と
が
み
ら
れ
、
専
門
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
正
徳
二
年
の
変
化
の
背
景
に
は
、
藩
主
交

代
に
よ
る
藩
政
の
転
換
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
日
記
お
よ
び
日
記
役
に
つ
い
て

考
察
し
た
が
、
日
記
役
の
職
務
・
地
位
が
確
立
し
て
い
く
な
か
で
、
専
門
性
も
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

弘
前
藩
庁
日
記
と
日
記
役

中
野
達
哉
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弘前藩庁日記と日記役（中野）

近
世
の
社
会
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
慣
習
が
形
成
さ
れ
、
人
々
は
先
例
を
重
視
し
、

行
動
し
た
。
そ
れ
故
、
先
例
を
記
録
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
幕
府
や
諸
藩
で

は
、
記
録
と
し
て
種
々
の
日
記
が
作
成
さ
れ
た
。
公
的
な
藩
庁
日
記
が
、
日
々
つ

け
る
私
的
な
日
記
と
大
き
く
異
な
る
点
は
、
後
世
に
確
認
す
べ
き
公
的
記
録
で
あ

り
、
先
例
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
場
で
書
き
留
め
ら

れ
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
保
符
・
伝
来
さ
れ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
ｎ
々
付
け
ら
れ

た
記
録
を
も
と
に
、
藩
に
と
っ
て
必
要
な
事
項
を
取
捨
選
択
し
、
同
時
代
に
編
纂

し
た
も
の
も
多
く
作
成
さ
れ
た
。
そ
れ
故
、
藩
庁
日
記
を
作
成
す
る
日
記
役
の
職

務
は
重
要
で
あ
り
、
Ⅱ
記
の
作
成
・
保
存
・
活
用
状
況
と
と
も
に
、
日
記
役
の
地

位
や
職
務
内
容
・
性
格
に
つ
い
て
の
分
析
も
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
近
世
の
諸
藩
の
記
録
、
幕
藩
政
ア
ー
カ
イ
プ
ズ
に
つ
い
て
の
研
究
は
、

【
目
次
】

は
じ
め
に

一
弘
前
藩
に
お
け
る
日
記
の
作
成
と
日
記
役

（
二
弘
前
藩
庁
日
記
の
作
成
開
始
時
期

（
二
）
「
御
日
記
役
勤
向
覚
記
」
に
み
る
日
記
役

（
三
）
「
分
限
帳
」
に
み
る
日
記
役

二
日
記
役
の
職
務
と
性
格
に
つ
い
て

（
二
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
の
条
目
に
み
る
日
記
役
の
職
務
と
弘
前

藩
庁
日
記
の
作
成
状
況

（
二
）
さ
ま
ざ
ま
な
申
渡
と
日
記
役
の
職
務

お
わ
り
に

は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
が
蓄
積
さ
れ
、
ま
た
、
研
究
論
集
等
も
刊
行
さ
れ
る

（
１
）

に
い
た
り
、
体
系
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
個
別
研
究
と
し
て
、
藩

（
２
）

庁
日
記
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
研
究
が
み
ら
れ
る
。
藩
庁
日
記
は
、
藩
政
に

お
い
て
記
録
の
中
軸
と
も
な
る
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
、
幕
藩
政

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
考
え
る
上
で
も
深
化
す
べ
き
研
究
対
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
紹
介
・
概
観
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
が

多
く
、
具
体
的
な
分
析
に
及
ん
で
い
る
も
の
は
少
な
い
。

本
稿
で
事
例
と
す
る
弘
前
藩
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
日
記
役
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
日
記
役
の
定
員
は
二
名
で
、
藩
の
日
記
を
つ
け
る

の
が
主
な
職
務
で
あ
り
、
そ
の
下
に
日
記
物
書
本
役
五
人
、
加
勢
五
人
が
つ
け
ら

（
３
）

れ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
日
記
役
の
禄
高
は
四
○
俵
四
人
扶
持
、
金
七
両
四
人
扶

持
で
あ
り
、
午
前
八
時
頃
よ
り
午
後
二
時
頃
ま
で
城
詰
め
し
、
本
役
五
人
の
う
ち

一
人
が
年
々
江
戸
に
上
り
、
国
元
と
江
戸
と
両
方
で
日
記
を
つ
け
た
と
さ
れ
る
。

延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
十
月
二
十
九
日
に
は
目
付
立
ち
会
い
の
も
と
で
日
記
を

つ
け
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
、
翌
三
年
正
月
二
十
六
日
に
工
藤
次
兵
衛
が
Ⅱ
記
役
と

な
り
、
同
月
晦
日
に
「
日
記
勤
方
之
覚
」
が
申
し
渡
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
各
係

よ
り
毎
日
書
類
を
受
け
取
り
、
そ
の
書
類
の
文
言
の
主
眼
点
を
注
意
し
て
書
き
落

と
さ
な
い
よ
う
に
、
さ
ら
に
将
来
役
に
立
つ
よ
う
に
念
を
入
れ
て
記
録
す
べ
き
こ

と
や
年
々
書
き
継
い
で
い
っ
た
Ⅱ
記
の
保
存
に
つ
い
て
は
特
に
注
意
し
、
火
事
な

ど
の
節
は
油
断
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
、
記
載
方
法
お
よ
び
取
り
扱
い
方

（
４
）

が
指
示
さ
れ
た
と
い
う
。

（
５
）

ま
た
、
弘
前
藩
津
軽
家
文
書
に
つ
い
て
は
、
福
川
千
鶴
氏
が
大
名
家
文
神
の
伝

（
６
）

来
と
構
造
に
つ
い
て
、
山
川
哲
好
氏
が
弘
前
藩
の
文
書
符
理
全
般
に
つ
い
て
、
萱

（
７
）

場
真
仁
氏
が
日
記
役
・
表
右
筆
・
書
物
方
に
つ
い
て
触
れ
、
弘
前
藩
の
文
書
管
理

の
一
端
か
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
弘
前
藩
に
お
い
て
も
藩
庁
日
記
や
文
書
管
理
を
担
う
日
記
役
に

つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
知
る
の
み
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
他
藩
も
含
め
、
藩
庁
日

記
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
分
析
を
積
み
重
ね
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
そ
の
第
一
段
階
と
し
て
、

弘
前
藩
を
事
例
と
し
て
、
藩
庁
日
記
を
作
成
・
管
理
し
た
日
記
役
に
注
目
し
、
分

析
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
弘
前
藩
庁
日
記
は
、
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
津
軽

家
文
書
に
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
原
史
料
名
は
「
日
記
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
目

録
上
の
史
料
名
は
「
〔
弘
前
滞
庁
〕
Ｈ
記
（
国
日
記
こ
と
「
〔
弘
前
藩
庁
〕
Ｈ
記

（
８
）

（
江
戸
日
記
）
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
弘
前
藩
国
日
記
（
請
求
番
号
Ｔ
Ｋ
二
一
五

’
一
）
は
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
二
六
月
三
Ｈ
か
ら
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）

十
二
月
に
か
け
て
の
三
二
九
九
冊
が
現
存
し
、
弘
前
藩
江
戸
日
記
（
諦
求
番
号
Ｔ

Ｋ
二
一
五
’
二
）
は
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
五
月
十
一
Ｈ
か
ら
慶
応
四
年

二
八
六
八
）
三
月
十
六
日
に
か
け
て
の
一
二
二
五
冊
が
現
存
す
る
。
両
者
と
も
、

基
本
的
に
月
ご
と
に
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
、
記
事
が
多
い
時
は
分
冊
し
て
お
り
、

一
部
欠
損
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
毎
月
現
存
し
て
い
る
。
こ
の
現
存
し
て
い
る
分
量
は
、

他
藩
に
は
余
り
見
ら
れ
な
い
希
有
な
も
の
と
言
っ
て
よ
く
、
現
代
ま
で
こ
れ
程
の

量
を
伝
来
し
て
き
た
背
景
を
探
る
こ
と
は
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
る
。

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
分
析
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
弘
前
藩
の
Ⅱ
記
役
が
叙
述
し
た

（
９
）

と
考
え
ら
れ
る
「
Ⅱ
記
役
勤
向
覚
記
」
を
紹
介
し
つ
つ
、
弘
前
藩
庁
Ⅱ
記
お
よ
び

日
記
役
に
つ
い
て
雅
礎
的
な
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

（
二
弘
前
藩
庁
日
記
の
作
成
開
始
時
期

先
述
の
よ
う
に
、
弘
前
藩
庁
日
記
は
、
弘
前
藩
国

｜
弘
前
藩
に
お
け
る
日
記
の
作
成
と
日
記
役

弘
前
藩
国
日
記
が
寛
文
元
年
（
一
六
六

こ
の
記
事
が
収
録
さ
れ
て
い
る
「
津
軽
歴
代
記
類
」
は
、
明
治
三
年
（
一
八
七

○
）
藩
主
の
命
を
受
け
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
頃

（
皿
）

に
最
終
的
に
完
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
近
代
以
降
に
編
纂
さ
れ
た
二

次
史
料
で
は
あ
る
が
、
明
暦
の
大
火
に
よ
り
神
田
小
川
町
の
上
屋
敷
が
類
焼
し
、

そ
の
際
上
屋
敷
の
土
蔵
も
焼
け
、
「
御
代
々
御
日
記
」
や
武
器
が
焼
失
し
た
と
い
う
。

こ
の
「
御
代
々
御
日
記
」
に
該
当
す
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
そ
の
写
し
と
思
わ
れ

る
よ
う
な
史
料
の
現
存
は
確
認
で
き
な
い
。
明
暦
期
以
前
に
代
々
の
日
記
が
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て
、
弘
前
藩
に
お
け
る
日

記
役
の
設
置
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
る
。

（
肥
）

［
史
料
三

寛
文
元
年
五
月
八
日
、
公
、
江
戸
御
出
立
、
Ⅱ
光
山
へ
御
参
詣
、
六
月
三
日

御
入
部
、
（
下
略
）
佐
藤
家
記
。

二
六
月
三
日
以
降
、
弘
前
藩
江
戸
日
記
が
寛
文
八
年
五
Ⅱ
十
一
日
以
降
が
伝
存

す
る
。
弘
前
藩
に
お
い
て
、
藩
庁
日
記
が
い
つ
か
ら
作
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
の
史
料
を
み
て
み
よ
う
。

（
川
）

〔
史
料
二

明
暦
三
年
正
月
十
八
日
、
十
九
両
Ｈ
、
江
戸
表
大
火
邪
、
此
時
神
田
小
川
町

御
上
屋
敷
、
御
類
焼
に
付
、
柳
原
御
中
屋
敷
へ
、
御
立
退
、
此
節
御
重
代
綱

（
マ
マ
）

丸
御
太
刀
御
寄
瑞
あ
り
。
尤
、
御
上
屋
敷
御
土
蔵
御
類
焼
に
付
、
御
代
々
御

日
記
丼
御
武
器
共
焼
失
。
工
藤
家
記
。

福
田
千
鶴
氏
は
、
幼
少
の
藩
主
信
政
（
十
六
歳
）
が
入
部
し
た
寛
文
元
年
六
月

部
、
（
下
略
）
佐
藤
家
記
。

（
マ
マ
）

本
文
御
入
部
の
Ｈ
よ
り
、
御
日
記
役
を
被
置
、
此
Ⅱ
よ
り
御
日
記
始
る
。

田
氏
抄
。
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三
日
に
「
日
記
役
」
が
置
か
れ
、
以
後
、
日
記
の
作
成
が
継
続
さ
れ
た
こ
と
を
述

（
咽
｝

べ
て
い
る
が
、
こ
の
記
事
が
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
存

す
る
弘
前
藩
国
日
記
も
同
Ⅱ
か
ら
記
述
が
は
じ
ま
っ
て
お
り
、
一
致
す
る
。

ま
た
、
弘
前
藩
江
戸
Ｈ
記
に
つ
い
て
は
、
寛
文
八
年
五
月
十
一
日
か
ら
現
存
し

て
い
る
。
弘
前
藩
江
戸
日
記
に
つ
い
て
、
い
つ
か
ら
記
述
を
は
じ
め
た
か
を
知
り

得
る
史
料
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
弘
前
藩
江
戸
日
記
の
元
禄
十
二
年
（
一
六

九
九
）
八
月
二
十
九
Ⅱ
の
記
邪
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
。

九
九
）
八
月
二
十
九
一

（
Ｍ
）

厘
騨
七
二
年
八
〃
｝

廿
九
日
曇

こ
の
記
事
は
、
弘
前
藩
中
屋
敷
北
側
の
預
り
地
の
由
緒
に
つ
い
て
、
津
軽
家
と

縁
戚
関
係
に
あ
る
那
須
与
一
家
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
取
り
調
べ
た
と
き
の

内
容
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
調
べ
た
藩
の
記
録
と
し
て
「
寛
文
八
年
よ
り
今
年

（
中
略
）

一
、
御
中
屋
敷
北
ノ
方
御
預
り
地
、
何
頃
被
仰
付
候
哉
、
慥
二
覚
候
者
有

之
候
哉
吟
味
仕
候
様
二
与
一
様
を
以
被
仰
出
、
割
刻
刈
墹
刈
刎
判
鋼

長
由
・
岩
田
衛
門
兵
衛
二
も
尋
候
様
何
も
覚
不
申
候
、
其
内
作
右
衛
門
辰

ノ
年
二
表
向
改
二
御
扶
持
御
大
工
御
小
人
目
付
弐
人
被
参
、
作
右
衛
門
出
合

候
処
、
あ
な
た
よ
り
被
申
候
ハ
御
預
り
地
少
可
有
御
座
候
、
何
方
二
候
哉

と
被
申
候
、
作
右
術
門
答
候
ハ
久
敷
事
一
而
耽
と
覚
不
申
候
得
共
、
此
所
二

御
預
り
地
と
巾
伝
候
所
少
御
座
候
と
申
候
ヘ
ハ
、
右
之
衆
中
絵
図
ヲ
取
出

シ
引
合
兇
被
叩
、
い
か
に
も
是
二
Ⅲ
絵
図
二
合
申
候
由
被
申
候
、
久
敷
義
名

ハ
覚
不
申
候
由
作
右
術
門
叩
越
候
一
一
よ
り
其
段
与
一
様
江
委
細
申
上

候 迄
日
記
其
外
帳
面
共
吟
味
仕
候
得
共
無
之
二
付
、

、
詞
罰
淵
倒
刑
劉
Ⅲ
引
綱

河
合
作
右
衛
門
・
戸
沢

迄
日
記
」
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
元
禄
十
二
年
の
時
点
で
す
で
に
、
伝
来
し

て
い
る
Ｈ
記
が
寛
文
八
年
以
降
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

弘
前
藩
江
戸
日
記
が
、
同
元
と
同
様
に
寛
文
元
年
か
ら
Ⅲ
記
が
作
成
さ
れ
た
か

確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
津
軽
歴
代
記
類
」
上
巻
を
み
る
と
、
寛
文
八
年
二

月
一
日
に
は
「
御
上
邸
長
屋
焼
失
」
、
同
年
三
月
一
Ⅲ
に
は
「
伝
聞
江
戸
御
館
焼

失
」
と
み
ら
れ
る
。
現
存
す
る
日
記
が
寛
文
八
年
五
月
十
一
Ｈ
か
ら
で
あ
り
、
そ

の
直
前
に
江
戸
の
上
屋
敷
が
焼
け
て
お
り
、
寛
文
元
年
か
ら
作
成
し
て
い
た
も
の

の
、
こ
れ
に
よ
り
焼
失
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
何
と
も
断
定
で
き
な
い
。

（
二
）
「
御
日
記
役
勤
向
覚
記
」
に
み
る
日
記
役

つ
ぎ
に
弘
前
藩
の
Ⅱ
記
役
に
就
任
し
た
家
臣
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
日
記
役

就
任
者
に
つ
い
て
一
覧
し
て
い
る
史
料
と
し
て
「
御
Ｈ
記
役
勤
向
覚
記
」
が
あ
げ

ら
れ
る
（
参
考
史
料
と
し
て
文
末
に
掲
載
）
。

「
御
日
記
役
勤
向
覚
記
」
は
、
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
八
木

橋
文
庫
の
う
ち
に
あ
る
。
八
木
橋
文
庫
は
、
も
と
㈲
八
木
橋
商
店
・
㈲
東
奥
資
源

セ
ン
タ
ー
会
長
で
あ
っ
た
八
木
橋
武
美
氏
二
九
二
一
～
九
二
の
蔵
書
で
、
同

氏
は
古
書
・
古
記
録
・
郷
土
に
関
す
る
書
画
諸
資
料
の
研
究
及
び
収
集
家
と
し
て

著
名
で
あ
る
と
い
う
。
昭
和
六
十
年
（
一
九
八
五
）
、
弘
前
巾
立
例
将
館
は
同
氏
の

蔵
杏
の
一
部
で
あ
る
古
文
番
六
二
二
二
点
を
峨
入
し
、
八
木
橘
文
脈
と
し
て
保
存
．

（
喝
）

公
開
し
て
い
る
。

「
御
日
記
役
勤
向
覚
記
」
は
、
縦
一
二
・
○
ｍ
×
横
一
七
・
川
、
の
小
横
帳
で

あ
る
。
表
紙
に
は
、
タ
イ
ト
ル
と
「
下
澤
小
左
衛
門
」
の
氏
名
が
同
筆
で
記
さ
れ

て
お
り
、
「
下
澤
小
左
衞
門
」
の
左
脇
に
「
藤
原
繁
雄
」
の
氏
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
藤
原
繁
雄
」
の
氏
名
は
、
余
白
に
や
や
窮
屈
に
記
さ
れ
、
ま
た
、
筆
も
異
な
る

こ
と
か
ら
、
後
筆
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
下
澤
小
左
衛
門
は
、
参
考
史
料
に
も
み
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ら
れ
る
よ
う
に
、
記
さ
れ
た
Ⅱ
記
役
就
任
者
の
な
か
で
も
最
後
の
時
期
に
弘
前
藩

の
日
記
役
を
務
め
て
お
り
、
表
題
等
と
筆
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
史
料

の
作
成
者
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
史
料
自
体
に
は
、
成
立
年
代
は
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、
内
容
の
年
紀
の
蚊
後
は
文
政
七
年
（
一
八
二
Ｗ
）
八
月
二
ｎ
で
あ
り
、

そ
の
直
後
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
藤
原
繁
雄
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
素
性
な
ど
一
切
不
明
で
あ
る
が
、

後
年
の
所
持
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
御
日
記
役
勤
向
覚
記
」
は
下
澤
小
左
衛
門
が

作
成
し
、
藤
原
繁
雄
の
手
に
わ
た
り
、
の
ち
八
木
橋
武
美
か
入
手
し
、
最
終
的
に

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
が
購
入
し
、
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

内
容
は
、
参
考
史
料
の
Ⅱ
録
（
Ⅱ
次
）
に
あ
る
通
り
で
一
三
項
目
に
わ
け
て
記

さ
れ
て
お
り
、
下
澤
小
左
衛
門
が
職
務
遂
行
に
際
し
て
、
必
要
な
事
項
を
ま
と
め

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
職
務
に
つ
い
て
検
討
す
る
な
か
で
後
述
す
る
こ

と
と
し
、
こ
こ
で
は
、
最
初
に
掲
げ
ら
れ
た
日
記
役
就
任
者
の
一
覧
を
み
て
い
き

た
い
。
表
ｌ
は
、
「
御
日
記
役
勤
向
覚
記
」
に
記
さ
れ
た
日
記
役
を
一
覧
に
し
た
も

の
で
あ
る
。

表
ｌ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
Ⅱ
記
役
は
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
～
文
政
七
年
（
一

八
二
四
）
粁
任
分
四
九
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
Ｈ
記
役
就
任
者
に
つ
い
て
こ
れ

で
全
て
か
ど
う
か
、
弘
前
蒋
庁
Ｈ
記
な
ど
か
ら
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
ほ
ぼ

網
羅
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｈ
記
役
の
定
員
は
二
名
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
御
日
記
役

勤
向
覚
記
」
に
も
、
日
記
役
を
一
覧
す
る
な
か
で
、
八
人
月
の
佐
々
木
三
右
衛
門

の
あ
と
に
、
享
保
二
年
十
二
月
か
ら
二
人
で
、
そ
れ
以
前
は
三
人
の
時
も
あ
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
、
こ
の
表
で
粁
任
・
離
任
時
期
を
み
て
も
、
ほ
ぼ
そ
れ
に
一
致
す

る
。
こ
の
う
ち
、
恥
配
川
井
巾
太
夫
・
恥
泌
桜
庭
伴
太
夫
に
は
、
「
御
日
記
司
取
」

と
み
ら
れ
る
。
両
人
が
、
「
御
Ⅲ
記
司
取
」
に
任
命
さ
れ
た
と
す
る
宝
暦
六
・
七
年

（
一
七
五
六
・
五
七
）
頃
は
、
恥
別
荒
木
関
宇
兵
衛
が
宝
暦
二
～
十
年
、
恥
躯
福

士
伝
右
衛
門
が
宝
暦
四
～
十
一
年
に
日
記
役
を
務
め
て
お
り
、
任
期
が
重
複
す
る
。

（
肺
）

弘
前
藩
同
Ⅱ
記
を
み
る
と
、
宝
暦
六
年
六
〃
の
記
小
に
、
川
井
市
大
夫
ら
に
対
し

（
閲
）

「
御
家
法
御
式
目
井
普
物
之
制
度
御
侃
集
被
仰
付
候
二
付
、
御
自
分
右
御
川
懸
被

（
〃
）

仰
付
候
」
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
田
井
ら
が
「
御
Ⅱ
記
司
取
」
に
任
じ
ら
れ
た

の
は
、
こ
の
「
御
家
法
御
式
目
井
書
物
之
制
度
」
の
編
集
の
た
め
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
、
通
常
の
日
記
役
と
は
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
日
記
役
就
任
者
の
経
歴
に
つ
い
て
み
る
と
、
当
初
は
御
手
廻
り
役
か
ら

転
任
す
る
者
が
ほ
と
ん
ど
で
、
時
代
を
経
る
と
、
日
記
役
は
御
書
物
預
、
表
右
筆
、
日

記
物
書
か
ら
の
転
任
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
。
弘
前
藩
御
手
廻
り
役
は
、
お
も

に
武
道
・
武
術
に
励
む
と
と
も
に
殿
中
の
当
直
勤
務
な
ど
を
行
う
役
職
で
あ
り
、

（
鵬
）

所
謂
武
官
（
番
方
）
で
あ
る
。
当
初
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
者
か
ら
日
記
役
が

選
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
表
１
の
恥
６
神
安
右
衛
門
の
前
役

が
表
右
筆
で
あ
り
、
正
徳
二
年
日
記
役
に
就
任
し
た
恥
８
佐
々
木
三
右
衛
門
・
恥

９
谷
川
忠
右
衛
門
は
と
も
に
御
諜
物
預
か
ら
、
恥
加
花
川
七
左
衛
門
は
表
右
筆
か

ら
の
転
任
で
あ
り
、
以
降
、
御
件
物
預
・
表
右
兼
．
Ⅱ
記
物
沸
な
ど
か
ら
の
転
任

が
多
く
な
っ
て
い
き
、
日
記
役
の
配
下
で
あ
る
御
Ⅱ
記
物
番
か
ら
の
昇
任
も
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
藩
の
文
杏
管
理
・
作
成
に
携
わ
る
役
職

で
あ
り
、
同
種
の
職
務
を
務
め
た
者
の
転
任
と
位
個
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
弘
前

（
四
）

藩
国
日
記
を
み
る
と
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
十
二
月
十
五
日
の
記
事
に
は
、

神
安
右
衛
門
に
対
し
、
「
其
方
儀
常
々
勤
方
情
を
出
候
段
達
御
耳
、
今
度
日
記
役

二
被
仰
付
之
」
と
み
ら
れ
る
。
神
安
右
衛
門
は
、
元
禄
七
年
七
月
六
日
に
は
佐
々

（
釦
）

木
三
右
衛
門
と
と
も
に
「
御
許
物
預
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
元
禄
七
年
十
二
月

十
五
Ｈ
の
記
事
に
は
神
安
右
衛
門
の
前
役
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
参
考
資
料
・

表
１
に
よ
れ
ば
表
右
筆
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
日
記
役
が
表
右
筆
役
よ
り
上
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｢
御

日
記

役
勤

向
覚

記
」

に
み

る
日

記
役

一
覧

（室一二弾ロ匡一剖忌二世菱塞謹

｜や’

氏
名

前
役

記
事

A

1
工

藤
治

兵
衛

御
手
廻

延
宝
3
年
(
1
6
7
5
)
1
月
2
6
日
仰
付
→
天
和
3
年
(
1
6
8
3
)
1
2
月
1
6
日
病
死

9

ワー
三

上
十

兵
衛

御
手
廻

3
伴

弥
五

左
衛

門
御

手
廻

貞
享
2
年
（
1
6
8
5
）
4
月
1
1
日
工
藤
治
兵
衛
跡

4
須

藤
高

三
郎

御
手
廻

貞
享
2
年
(
1
6
8
5
)
4
月
1
1
日
三
上
十
兵
衛
跡

5
小

山
内

杢
右

衛
門

御
手

廻

6
神

安
右

術
門

表
右

筆
(
着
任
年
月
日
記
赦
な
し
）
→
正
徳
2
年
(
1
7
1
2
)
1
0
月
2
1
日
御
馬
廻

7
花

｜
|

｜
伊

兵
術

御
中

小
性

8
佐
々
木
＝
右
術
I
1
1
1

御
書

物
預

箙
徳
2
年
(
1
7
1
2
)
9
1
1
1
5
1
1
仰
付
→
享
保
2
年
(
1
7
1
7
)
1
2
月
5
日
病
死

6

9
谷

口
忠

右
衛

門
御

書
物

預
正
徳
2
年
（
1
7
1
2
）
9
月
1
5
日
仰
付
→
享
保
8
年
(
1
7
2
3
)
1
1
月
1
5
日
隠
居

但
、

享
保

元
年

頃
黒

澱
半

右
衛

門
と

申
候

而
御

日
記

役
相

勤
候

由
二

候
得

共
、

碇
と

不
相

分

1
2

1
0
花

田
七

左
衛

門
表

右
筆

正
徳
2
年
(
1
7
1
2
)
9
月
1
5
日
仰
付
→
享
保
1
2
年
(
1
7
2
7
)
1
月
1
1
日
大
納
戸
役

1
6

1
1

黒
瀧

弥
左

衛
門

御
書

物
預

享
保
1
0
年
（
1
7
2
5
）
3
月
1
日
仰
イ

|
→
享
保
1
6
年
(
1
7
3
1
)
5
月
1
5
日
隠
居

7

1
2

七
戸

八
右

衛
門

御
書

物
預

享
保
1
2
年
（
1
7
2
7
）
1
月
1
1
I
I
仰
イ

|
→
享
保
1
3
年
（
1
7
2
8
）
5
月
1
日
隠
居

2

1
3
吉

村
留

兵
衛

御
書

物
預

享
保
1
4
年
(
1
7
2
9
)
1
2
月
1
6
日
仰
｛

|
→
寛
保
2
年
(
1
7
4
2
)
1
2
月
1
5
日
御
手
廻

1
4

1
4
野

呂
吉

兵
術

御
書

物
預

享
保
2
0
年
(
1
7
3
5
)
3
)
1
3
H
仰
｛

|
→
元
文
3
年
（
1
7
3
8
）
4
月
1
4
日
病
死

4

1
5

野
呂

久
右

衛
門

表
右
筆

元
文
4
年
(
1
7
3
9
)
1
月
l
1
1
l
仰
1
↑
→
寛
保
2
年
（
1
7
4
2
）
1
2
月
2
2
日
御
手
廻
格
郡
奉
行
手
伝

4

1
6
野

呂
源

五
郎

表
右

筆
寛
保
2
年
(
1
7
4
2
)
1
2
月
1
5
u
仰
1
卜
→
寛
延
4
年
(
1
7
5
1
)
1
月
1
1
日
御
馬
廻

1
0

1
7

成
出

次
右

衛
門

表
右

筆
寛
保
4
年
(
1
7
4
4
)
1
月
1
1
日
仰
1
|
→
延
享
3
年
(
1
7
4
6
)
1
月
2
1
日
御
台
所
頭

3

1
8

谷
口

新
右

衛
門

表
右

筆
延
享
3
年
(
1
7
4
6
)
1
月
2
1
日
仰
イ

|
→
寛
延
4
年
(
1
7
5
1
)
1
月
1
1
日
大
納
戸
役

6

1
9

山
川

又
左

衛
門

御
書

物
預

寛
延
4
年
(
1
7
5
1
)
1
月
1
1
日
仰
イ

|
→
宝
暦
4
年
（
1
7
5
4
）
2
月
1
2
日
病
死

3

2
0
工

藤
六

太
夫

表
右

筆
寛
延
4
年
(
1
7
5
1
)
1
月
1
1
日
仰
イ

i
→
宝
暦
2
年
（
1
7
5
2
）
2
月
1
3
日
永
ノ
暇

2

2
1

荒
木

関
宇

兵
衛

表
右
筆

宝
暦
2
年
(
1
7
5
2
)
4
月
2
8
H
仰
イ

|
→
宝
暦
1
0
年
（
1
7
6
0
）
1
2
月
1
5
H
御
右
筆

9

2
2

福
士

伝
右

術
門

御
書

物
預

宝
暦
4
年
(
1
7
5
4
)
5
1
1
1
n
仰
イ

|
→
宝
暦
1
1
年
(
1
7
6
1
)
1
2
月
1
日
御
馬
廻

8

2
3
田

井
市

太
夫

寺
社

奉
行

宝
暦
6
年
(
1
7
5
6
)
6
1
1
6
i
1
御
日
記
司
取
、
そ
の
後
定
府

2
4
桜

庭
伴

太
夫

御
手
廻

宝
暦
7
年
(
1
7
5
7
)
3
1
1
7
1
1
御
日
記
司
取
→
宝
暦
8
年
(
1
7
5
8
)
2
月
2
5
日
引
取

2

2
5
佐

藤
太

兵
衛

御
書

物
預

宝
暦
1
0
年
(
1
7
6
0
)
1
2
月
1
5
1
｣
仰
1
|
､
→
明
和
4
年
(
1
7
6
7
)
1
0
月
1
H
御
馬
廻

8

2
6
池

川
源

之
丞

御
書

物
預

宝
暦
1
1
年
(
1
7
6
1
)
1
2
月
l
1
1
仰
1
|
→
明
和
8
年
(
1
7
7
1
)
1
月
1
1
日
御
馬
廻

1
1

2
7

佐
々

木
宇

右
衛

門
表
右
筆

明
和
4
年
(
1
7
6
7
)
1
0
月
1
日
仰
1
|
→
同
9
年
1
2
月
1
日
家
老
附
加
勢
→
天
明
元
年
(
1
7
8
1
)
7
月
1
9
日
病
死

1
5

川
口

治
左

衛
門

表
右
筆

明
和
8
年
(
1
7
7
1
)
1
月
1
1
日
仰
1
|
→
安
永
9
年
（
1
7
8
0
）
6
月
1
日
隠
居

1
0

吉
村

太
右

衛
門

御
中

小
性

よ
り

加
勢

始
め

御
家

老
附

よ
り

御
中

小
姓

、
夫

よ
り

御
日

記
役

加
勢

、
又

家
老

附
、

御
日

記
役

加
勢

引
取

3
0

棟
方

七
右

衛
門

御
馬

廻
格

表
右

筆
安
永
9
年
(
1
7
8
0
)
6
月
1
5
日
仰
付
→
天
明
6
年
(
1
7
8
6
)
1
1
月
1
5
日
御
馬
廻

1
7

3
1
都

谷
森

源
蔵

御
馬

廻
よ

り
加

役
天
明
3
年
（
1
7
8
3
）
2
j
1
1
5
日
御
日
記
役
加
勢
→
同
5
年
1
月
1
7
日
賞
下
付
加
役
引
取

3

3
2
小

林
忠

之
丞

御
馬

廻
格

表
右

筆
天
明
5
年
(
1
7
8
5
)
1
月
1
1
日
仰
付
→
寛
政
2
年
(
1
7
9
0
)
6
月
3
日
勤
料
の
内
1
人
扶
持
加
墹
、
外
二
5
俵
勤
料
増
、
御
手
廻
仰
せ
付

け
ら

れ
御

日
記

役
是

ま
で

通
り

勤
め

→
同

3
年

9
月

9
日

御
手

廻
三

番
組

7
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｜卜’

｢
御

日
記

役
勤

向
覚

記
」

（
弘

前
市

立
弘

前
図

書
館

蔵
八

木
橋

文
蝿

）
よ

り
作

成
。

A
欄

は
勤

務
年

数
、

・
は

勤
務

期
間

中
病

死
。

3
3

花
H

I
金

十
郎

御
書

物
預

天
明
6
年
(
1
7
8
6
)
1
1
月
1
5
日
仰
付
→
同
8
年
6
月
2
3
日
病
死

3

3
4

中
田

彦
左

衛
門

表
右

筆
天
明
8
年
（
1
7
8
8
）
1
2
月
2
8
日
仰
付
→
寛
政
5
年
(
1
7
9
3
)
3
月
3
日
御
馬
廻

6

3
5

3
6

高
尾

定
介

奈
良

九
兵

衛

御
中

小
性

格
表

右
筆

御
書

物
預

寛
政
3
年
(
1
7
9
1
)
5
月
6
日
御
日
記
役
仰
付
、
御
書
物
預
・
留
書
表
右
筆
兼
役
→
同
4
年
9
月
1
1
1
1
人
扶
持
加
増
、
外
に
5
俵
勤
料

下
付
→
同
5
年
6
月
2
8
日
家
老
附
兼
→
同
6
年
6
月
2
3
日
5
俵
1
人
扶
持
勤
料
増
→
同
1
1
月
2
8
日
勤
料
の
内
5
俵
1
人
扶
持
加
増
、
外
1
5

俵
勤
料
墹
、
寄
合
格
、
御
日
記
役
井
表
右
筆
見
継
仰
付
→
I
n
1
8
年
6
月
2
3
日
紀
伝
学
頭
仰
付
、
御
日
記
役
・
表
右
筆
見
継
是
迄
通
り
仰
付

→
同
1
0
年
6
月
1
1
日
御
中
小
性
頭
格
仰
付
、
3
0
俵
勤
料
下
付
、
御
日
記
方
・
表
右
筆
頭
取
仰
付
→
文
化
3
年
(
1
8
0
6
)
1
0
月
2
8
日
2
0
俵
加
増

寛
政
3
年
(
1
7
9
1
)
5
月
6
日
御
日
記
役
仰
付
、
御
,
I
I
物
預
・
御
家
老
附
表
右
雑
兼
役
→
同
4
年
9
1
1
1
日
是
迄
の
勤
料
加
墹
、
外
に
金

l
l
'
i
j
勤
料
→
同
l
1
月
1
9
日
病
死

1
6

2

3
7
佐

野
文

次
郎

御
中

小
性

格
御

日
記

物
書

寛
政
5
年
(
1
7
9
3
)
6
月
2
8
日
1
人
扶
持
勤
料
墹
、
御
I
I
記
役
手
伝
仰
付
、
表
右
筆
兼
勤
→
|
可
6
年
間
1
1
月
2
8
日
勤
料
の
内
1
両
加
増
、

外
に
1
両
勤
料
増
、
御
日
記
役
仰
付
、
留
書
表
右
縦
兼
仰
付
→
同
1
0
年
6
月
7
日
御
家
老
附
兼
仰
付
→
l
'
i
1
2
0
日
御
手
廻
格
仰
付
、
金
3
両

勤
料
墹
、
御
日
記
役
是
迄
通
り
仰
付
→
同
1
2
年
1
2
月
8
H
2
両
1
人
扶
持
勤
料
増
→
享
和
2
年
(
1
8
0
2
)
1
1
月
8
日
病
死

1
0

3
8
棟

方
山

次
郎

表
右

筆
格

御
日

記
物

書
寛
政
6
年
(
1
7
9
4
)
1
1
月
1
5
日
2
人
扶
持
勤
料
墹
､
御
中
小
性
格
仰
付
､
御
日
記
役
手
伝
･
表
右
兼
兼
仰
付
→
同
1
0
年
6
月
2
0
日
御
馬
廻

二
番
組
仰
付
→
文
化
8
年
（
1
8
1
1
）
9
月
1
5
日
又
々
御
手
廻
格
御
日
記
役
仰
付
→
同
9
年
1
2
月
2
4
I
1
御
賞
の
上
御
日
記
役
引
取

8

3
9
唐

牛
大

六
御

留
守

居
組

寛
政
1
0
年
(
1
7
9
8
)
6
月
1
1
日
御
手
廻
格
仰
付
、
金
4
両
勤
料
、
御
日
記
役
仰
付
→
同
年
1
0
月
2
7
1
1
勤
料
の
内
2
両
加
増
、
外
5
両
1
人

扶
持
勤
料
増
、
寄
合
格
経
学
学
頭
仰
付
、
御
日
記
方
是
迄
通
り
取
扱
→
享
和
2
年
(
1
8
0
2
)
1
0
月
1
日
寄
合
仰
付
・
経
学
学
頭
仰
付

5

4
0
桑

田
平

介
表

右
筆

格
御

日
記

物
書

享
和
2
年
(
1
8
0
2
)
1
0
月
2
0
日
御
日
記
役
当
分
加
勢
→
同
年
1
2
月
2
1
日
御
中
小
性
格
御
日
記
役
取
扱
、
表
右
筆
兼
、
金
1
両
1
人
扶
持
勤

料
増
→
文
化
3
年
（
1
8
0
6
）
8
月
5
日
病
死

5

4
1
菊

池
圭口

後
太

郎
吉

と
改

名
表

右
筆

格
御

日
記

物
書

享
和
2
年
（
1
8
0
2
）
1
1
月
2
0
日
御
日
記
役
当
分
加
勢
→
文
化
2
年
（
1
8
0
5
）
2
月
2
8
日
1
人
扶
持
勤
料
増
、
御
中
小
性
格
御
日
記
役
取
扱
、

表
右
飛
兼
→
|
面
1
4
年
6
月
1
7
日
留
書
兼
→
同
5
年
8
月
2
0
日
2
人
扶
持
勤
料
増
、
御
日
記
役
仰
付
、
是
迄
の
通
り
相
勤
仰
付
→
|
可
8
年
9

月
御

右
縦

仰
付

1
0

4
2
工

藤
友

太
郎

後
彦

介
と

改
名

表
右

筆
格

御
日

記
物

書
文
化
3
年
(
1
8
0
6
)
8
月
5
日
御
日
記
役
取
扱
加
勢
→
l
'
i
l
年
1
2
月
2
8
日
1
0
俵
1
人
扶
持
勤
料
下
|
冊
、
御
中
小
性
格
御
日
記
役
取
扱
、
表
右

筆
兼
仰
付
→
同
4
年
6
月
1
7
日
留
I
O
}
兼
→
同
6
年
8
)
1
8
1
1
1
人
扶
持
勤
料
増
、
御
日
記
役
仰
付
→
l
'
i
l
9
年
1
2
月
2
4
日
1
人
扶
持
勤
料
増

下
付
、
御
手
廻
格
仰
付
、
御
日
記
役
是
迄
通
り
仰
付
→
文
政
6
年
（
1
8
2
3
）
9
月
9
日
勤
料
の
う
ち
5
俵
加
増
→
同
年
1
1
月
1
0
H
御
尋
の

御
用
ｲ
i
り
他
出
差
留
仰
付

4
3
高

屋
善

次
郎

御
中
小
性
格
御
日
記
物
書

文
化
7
年
(
1
8
1
0
)
6
月
1
0
日
御
日
記
役
加
勢
仰
付
→
|
I
1
9
年
1
2
月
2
4
日
御
留
守
居
組
仰
付

3

4
4
葛

西
権

介
御

馬
廻

格
留

書
文
化
9
年
(
1
8
1
2
)
1
2
月
2
4
日
御
手
廻
格
御
日
記
役
仰
付
、
留
書
表
右
筆
兼
仰
付
→
|
可
1
0
年
6
月
3
1
1
御
手
廻
仰
付
、
金
5
両
勤
料
増
、

御
台

所
頭

兼
仰

付

2

4
5
菊

池
千

司
御

日
記

物
書

文
化
9
年
（
1
8
1
2
）
1
2
月
2
4
日
御
日
記
役
加
勢
仰
付
→
I
n
l
1
1
年
8
月
8
日
御
勝
手
方
小
頭
加
勢
仰
付
→
同
1
3
年
8
月
1
1
日
親
跡
式
被
下
、

御
勝

手
方

小
頭

仰
付

5

4
6
桜

田
喜

作
表

右
筆

格
御

日
記

物
書

文
化
1
0
年
(
1
8
1
3
)
6
月
6
日
御
日
記
役
加
勢
仰
付
→
同
1
2
年
1
月
2
8
日
御
中
小
性
格
仰
付
、
1
人
扶
持
勤
料
下
置
、
御
日
記
役
加
勢
是

迄
通
り
仰
付
→
文
政
6
年
(
1
8
2
3
)
1
1
月
1
0
日
御
尋
の
御
用
有
り
他
出
差
留
仰
付

1
1

4
7

下
澤

小
左

衛
門

表
右

筆
文
政
6
年
(
1
8
2
3
)
1
1
月
1
1
日
御
日
記
役
加
勢
→
同
年
1
2
月
9
H
御
家
老
附
加
勢
仰
付
、
御
日
記
役
雑
相
勤
仰
付
→
同
7
年
7
月
4
日
御

家
老

附
御

人
揃

え
二

付
御

賞
金

3
0

0
疋

下
置

、
御

家
老

附
加

勢
御

免
仰

付

2

4
8
工

藤
8煎

蔵
御
中
小
性
格
l
l
記
物
書

文
政
6
年
(
1
8
2
3
)
1
1
月
1
1
日
御
日
記
役
当
分
加
勢
仰
付

4
9
毛

内
岩

吉
御

日
記

物
書

加
勢

文
政
7
年
(
1
8
2
4
)
6
月
1
2
日
御
H
記
役
当
分
加
勢
仰
付
→
1
両
1
年
8
月
2
日
御
賞
の
上
御
日
記
役
当
分
加
勢
引
取
仰
付

1



弘前藩庁日記と日記役（中野）

（
三
）
「
分
限
帳
」
に
み
る
日
記
役

つ
ぎ
に
、
弘
前
藩
の
職
制
に
お
け
る
日
記
役
の
位
置
を
み
て
み
よ
う
。
弘
前
藩

に
は
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
・
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
・
宝
永
三
年
（
一
七

○
六
）
・
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
・
寛
延
三
年
（
一
七
五
○
）
・
天
明
四
年
（
一
七

八
川
）
・
文
化
二
年
（
一
八
○
五
）
・
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
・
嘉
永
四
年
（
一

（
創
）

八
五
二
・
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
分
限
帳
が
伝
来
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う

ち
、
正
徳
二
年
ま
で
の
分
限
帳
か
ら
、
Ⅱ
記
役
お
よ
び
文
許
作
成
・
管
理
に
関
わ

る
職
に
つ
い
て
一
覧
に
し
た
の
が
、
表
２
で
あ
る
。

ま
ず
、
元
禄
八
年
か
ら
宝
永
三
年
に
か
け
て
は
、
分
限
帷
へ
の
日
記
役
の
記
さ

れ
方
は
変
わ
ら
ず
、
表
右
縦
に
任
命
さ
れ
た
者
の
。
Ｍ
沸
き
に
「
Ⅱ
記
役
」
と
記
さ

れ
て
お
り
、
表
右
筆
の
構
成
貝
が
日
記
役
を
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
表

右
筆
に
は
、
「
御
書
物
預
」
「
書
写
役
」
「
御
書
物
井
分
限
帳
預
り
」
の
肩
書
き
が
あ

る
者
が
見
ら
れ
、
宝
永
八
年
ま
で
は
、
弘
前
藩
の
職
制
の
中
で
は
、
表
右
筆
の
一

位
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
述
す
る

分
限
帳
の
記
載
に
お
い
て
、
Ⅱ
記
役
が
表
右
筆
よ
り
も
先
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
後
年
に
な
る
と
、
「
加
勢
」
と
し
て
の
補
助
・
補

佐
的
な
任
命
も
増
加
し
て
い
る
。

さ
て
、
日
記
役
就
任
者
の
勤
務
年
数
は
、
一
～
一
六
年
と
多
様
で
あ
り
、
時
期

な
ど
に
よ
る
傾
向
は
み
ら
れ
な
い
。
勤
務
年
数
が
判
明
す
る
者
四
○
名
の
平
均
は

七
・
三
年
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
病
死
に
よ
り
退
職
し
た
者
七
名
を
除
く
平
均
は
七
・

五
年
で
あ
る
。
一
、
二
年
で
転
任
す
る
者
も
し
ば
し
ば
兄
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
除
く

と
、
平
均
八
・
五
年
と
な
り
、
ま
た
、
後
期
に
な
る
と
Ⅲ
秘
の
職
務
か
ら
転
任
す

る
者
も
多
く
な
り
、
日
記
役
の
職
務
が
確
立
し
て
い
く
な
か
で
、
比
較
的
長
期
に

わ
た
り
職
務
に
携
わ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

貝
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
正
徳
二
年
の
分
限
帳
を
み
る
と
、
日
記
役
・
日
記
物
書
・
御
書

キ
物
預
井
分
限
改
が
表
右
樅
と
は
別
立
て
の
役
職
と
し
て
立
項
し
記
栽
さ
れ
て
い

る
。
職
制
が
変
わ
り
、
独
立
し
た
役
職
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ

る
。
ま
た
、
Ⅱ
記
役
は
表
右
縦
よ
り
先
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
上
位
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
宝
永
三
年
以
前
と
大
き
く
変
わ
っ
て
お
り
、

正
徳
二
年
が
弘
前
藩
の
峨
制
の
な
か
で
位
置
づ
け
が
変
化
し
、
日
記
役
に
と
っ
て

大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
表
ｌ

に
よ
り
Ｈ
記
役
就
任
者
の
前
役
を
み
た
と
き
に
、
当
初
御
手
廻
り
役
か
ら
の
転
任

で
あ
っ
た
の
が
、
正
徳
二
年
頃
か
ら
、
同
種
の
役
職
か
ら
の
転
任
へ
と
変
化
し
て

い
る
こ
と
と
合
致
し
、
職
制
上
の
大
き
な
変
化
が
こ
の
時
期
に
あ
り
、
日
記
役
が

表
右
筆
か
ら
分
離
独
立
し
、
さ
ら
に
下
役
が
設
置
さ
れ
て
専
門
性
が
高
く
な
っ
た

と
捉
え
ら
れ
る
。

こ
の
正
徳
期
に
職
制
に
お
け
る
日
記
役
の
位
置
づ
け
が
変
化
し
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
藩
政
の
展
開
が
そ
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

宝
永
七
年
（
一
七
一
○
）
十
月
十
八
日
、
四
代
藩
主
津
軽
信
政
が
国
元
で
死
去

し
、
嫡
子
信
重
（
信
寿
と
改
名
）
が
そ
の
あ
と
を
相
続
す
る
。
元
禄
・
宝
永
期
は
、

信
政
晩
年
の
治
世
に
あ
た
り
、
そ
こ
で
は
、
独
裁
制
を
強
め
た
と
さ
れ
、
文
武
両

道
を
奨
励
し
、
多
様
な
人
材
を
登
用
し
、
新
田
開
発
や
岩
木
川
の
治
水
、
植
林
・

養
蚕
織
物
の
奨
励
な
ど
に
努
め
、
そ
の
評
価
は
、
浪
費
家
・
独
裁
的
と
藩
政
の
基

盤
造
り
と
の
両
様
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
四
代
藩
主
信
政
が
没
す
る
と
、
跡
を

継
い
だ
嫡
子
信
電
（
傭
が
）
は
、
前
代
信
政
の
藩
政
（
出
頭
人
政
治
）
を
否
定
し
、

（
配
）

門
閥
・
譜
代
肘
を
基
礎
と
す
る
群
政
を
展
開
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
正
徳
元

年
（
一
七
一
二
に
は
、
元
禄
飢
瞳
に
よ
る
財
政
悪
化
を
背
景
と
し
て
、
藩
士
に

対
し
分
相
応
の
衣
食
住
・
軍
役
遂
行
の
た
め
の
武
具
・
馬
具
所
有
を
奨
励
し
、
翌
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（
一
）
延
宝
三
年
（
’
六
七
五
）
の
条
目
に
み
る
日
記
役
の
職
務
と
弘

前
藩
庁
日
記
の
作
成
状
況

つ
ぎ
に
、
「
御
日
記
役
勤
向
覚
記
」
を
中
心
に
、
日
記
役
の
職
務
と
、
そ
れ
を
果

た
す
た
め
に
形
成
さ
れ
た
性
格
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
正
月
晦
日
に
発
令
さ
れ
た
条
目
で
あ
る
が
、

す
で
に
「
弘
前
市
史
」
藩
政
編
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
日
記
役
の
職
務
に
つ
い
て
要

約
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
日
記
役
に
対
し
て
職
務
を
定
め
た
最
も
基
本
と
な
る

条
Ⅱ
で
あ
る
の
で
、
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
第
一
条
で
、
御
川
向
き
の
書
付
を
毎
日
担
当
者
か
ら
受
け
取
り
、
紛
失

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
、
書
付
の
文
言
の
重
要
な
部
分
に
気
を
つ
け
て
、
書

き
落
と
し
が
な
い
よ
う
、
記
に
記
録
す
る
こ
と
、
後
の
御
用
に
役
立
つ
よ
う
念
入

り
に
毎
日
記
録
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
担
当
者
か
ら
文
書
を
受
け
取
り

保
管
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
日
記
役
の
判
断
で
重
要
事
項
を
記
録
す
る
こ
と
が
命

じ
ら
れ
て
い
る
。
原
文
＃
の
保
符
と
、
そ
れ
に
韮
づ
く
記
録
の
作
成
が
主
た
る
職

務
で
あ
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
Ⅱ
記
役
の
日
常
の
基
本
的
な

職
務
と
な
る
。
第
二
条
で
は
、
川
々
受
け
取
る
留
諜
に
つ
い
て
、
疑
問
が
あ
れ
ば
、
そ

の
Ⅱ
の
う
ち
に
問
い
合
わ
せ
、
解
決
し
た
上
で
記
録
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
は
地
方
知
行
制
を
復
活
さ
せ
、
享
保
期
に
な
る
と
、

さ
ら
に
質
素
倹
約
を
進
め
た
。
こ
れ
は
、
信
政
藩
政
へ
の
反
動
・
批
判
で
あ
っ
た

と
位
俄
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
「
弘
前
市
史
」
）
。
信
寿
に
よ
り
弘
前
藩
の
藩
政

が
転
換
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
う
し
た
藩
政
の
転
換
の
な
か
で
、
職
制

に
お
け
る
Ｈ
記
役
も
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

二
日
記
役
の
職
務
と
性
格
に
つ
い
て

正
確
な
記
述
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
第
三
条
で
、
Ⅱ
記
は
、
平
時
・
非
常
時
と
も
一
年
ご
と
に
分
け
、
箱
に

鎖
を
か
け
て
預
か
り
管
理
す
る
こ
と
と
し
、
日
記
の
管
理
方
法
に
つ
い
て
が
規
定

さ
れ
て
い
る
。
施
錠
し
Ⅱ
記
役
が
管
理
す
る
こ
と
は
、
日
記
は
通
常
頻
繁
に
見
る

も
の
で
は
な
く
、
必
要
な
時
の
み
日
記
役
の
管
理
の
元
に
閲
覧
す
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
四
条
で
は
、
日
記
役
は
城
へ
毎
日
出
仕
し
、
御
番
所

北
の
縁
通
り
に
詰
め
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
毎
日
出
勤
と
い
う
職
務
形
態

が
他
の
家
臣
と
は
異
な
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
勤
務
形
態
の
特

殊
性
が
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
に
お
い
て
、
日
々
の
日
記
作
成
の
ほ
か
の
業
務

と
し
て
、
別
帳
の
仕
立
て
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
五
条
で
、
将
軍
・
老
中
へ
の

献
上
物
、
徳
川
家
一
門
そ
の
ほ
か
へ
の
定
例
の
付
届
、
不
時
の
御
届
な
ど
進
物
に

つ
い
て
、
在
国
・
在
府
中
と
一
年
間
分
を
集
め
、
別
帳
を
仕
立
て
る
こ
と
、
第
六

条
で
、
公
儀
向
き
、
す
な
わ
ち
公
儀
の
諸
役
人
に
対
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
第
五

条
に
準
じ
る
こ
と
、
第
七
条
で
、
在
国
時
に
お
け
る
定
例
の
受
贈
品
や
不
時
の
受

（
鱈
）

贈
品
に
つ
い
て
も
何
様
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
第
五
～
七
条

で
は
、
日
記
役
の
職
務
と
し
て
、
最
も
基
本
と
な
る
文
書
の
保
存
と
日
記
の
作
成

の
ほ
か
に
、
別
帳
の
作
成
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
将
軍
家
を
は

じ
め
と
す
る
諸
家
へ
の
贈
呈
品
と
、
受
贈
品
の
記
録
で
あ
っ
た
。
日
記
役
が
成
立

し
た
直
後
、
延
宝
三
年
と
い
う
段
階
に
お
い
て
、
藩
に
と
っ
て
、
記
録
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
重
要
な
記
録
と
は
、
藩
主
お
よ
び
家
族
・
親
類
の
動
向
や
藩
政
を
中

心
と
し
た
記
録
で
あ
る
Ⅱ
記
と
と
も
に
、
将
軍
家
を
は
じ
め
と
す
る
諸
家
と
の
交

流
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
弘
前
藩
で
は
、
別
帳
を
は
じ
め
と
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
が
Ⅱ
記
方
で
作
成
・
管
理
さ
れ
、
そ
れ
が
津
軽
家
文
書
の
な

（
湖
）

か
に
多
数
伝
来
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
帳
簿
の
作
成
は
、
当
初
か
ら
日
記
役
の
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弘前藩庁日記と日記役（中野）

- 1 0-

宝永3年(1706) 正徳2年(1712)

禄高・扶持 肩 書 氏 名 役職 禄高・扶持 ﾙj書 氏名

持
持

扶
扶

人
人

５
５

両
両

０
０
１
１

持
持
持

扶
扶
扶

人
人
人

３
３
３

両
両
両

５
５
５

石
石

０
０
３
５

持
持
持
持
持
持
持
持
持
持
持
持

扶
扶
扶
扶
扶
扶
扶
扶
扶
扶
扶
扶

人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

両
両
両
両
両
両
両
両
両
両
両
両

５
５
５
５
３
５
５
５
５
５
５
５
6両4人扶持

3両2分3人扶持

25俵2人扶持

3両2分2人扶持

持
持

扶
扶

人
人

２
２

俵
俵

０
０
３
３

＊1

日記役

＊1

佐々木三右衛門

神安右衛門

谷口五郎兵衛

三浦左次兵衛

花田七左衛門

乙部喜三郎

黒瀧半右衛門

棟方八右衛門

杉沢四郎五郎

奈良彦七

佐々木六右衛門

野呂勝左衛門

野宮孫九郎

二本柳熊之助

山田武右衛門

吉村留兵衛

斎藤万次郎

野呂長三郎

ﾈIII伊三郎

永山三郎右衛門

吉村留兵衛

斎藤小四郎

斎藤万次郎

木村権九郎

工藤宇右衛門

御日記役

御日記物書

御書キ物預

井分限改

表右筆

書写役

御書方物書

俵
俵
俵

０
０
０

０
０
０

１
１
１

5両3人扶持

持
持
持
持

扶
扶
扶
扶

人
人
人
人

２
２
２
２

分
分
分
分

２
２
２
２

両
両
両
両

３
３
３
３

持
持

扶
扶

人
人

２
２

分
分

２
２

両
両

３
３

50石

持
持
持

扶
扶
扶

人
人
人

５
５
５

両
両
両

０
０
０

１
１
１

持
持
持

扶
扶
扶

人
人
人

４
４
４

両
両
両

６
６
６

30石

持
持
持
持
持
持
持
持
持
持
持
持
持
持

扶
扶
扶
扶
扶
扶
扶
扶
扶
扶
扶
扶
扶
扶

人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

両
向
両
両
両
面
両
両
両
両
両
両
両
両

５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
30石

持
持

扶
扶

人
人

２
２

両
両

５
５

［］

30俵2人扶持

持
持

扶
扶

人
人

３
２

両
両

５
３

御馬廻格

御馬廻格

御馬廻格

江戸勝手

御中小性格

１
１
１

ｆ
ｆ
ｆ

佐々木三右衛門

谷口忠右衛門

花lH七左衛門

松野六郎左衛門

水木喜左衛門

石郷岡惣左衛門

清水左兵衛

花田金十郎

田中伝次郎

山川金太夫

黒瀧半右衛門

棟方八右衛門

杉沢四郎五郎

三浦又右衛門

奈良彦七

野呂勝左衛門

野宮伊右衛門

乙部喜右衛門

山lll丈左衛門

吉村留兵術

斎藤万治郎

野呂久右衛門

神伊三郎

斎藤平太夫

吉崎太右衛門

郎
郎
郎
郎
郎
夫
衛
衛

三
十
五
治
次
太
兵
兵

弥
伝
八
源
又
弥
吉
閑

睦
子
館
西
田
田
呂

高
原
宮
葛
鎌
成
野
神
成田弥太夫

野呂吉兵衛

成田源蔵

木村権九郎

古田七郎次

庄同j常右衛門
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表2分限帳にみる日記役

出典：各年「分限帳」（弘前市立弘前図書館蔵津軽家文書）より作成。

註：＊1は「御書キ物井分限帳預り」とあり。

-11-

役職
元禄8年(1695)

禄高・扶持 肩書 氏 名

元禄10年(1697)

禄高・扶持 肩書 氏名

表祐筆 持
持

扶
扶

人
人

５
５

両
両

０
０
１
１

持
持
持
持
持

扶
扶
扶
扶
扶

人
人
人
人
人

５
３
３
５
２

両
向
両
両
向

５
５
５
６
３
50石

3両2人扶持

石
石

０
０
３
５

持
持
持

扶
扶
扶

人
人
人

２
２
２

両
両
両

３
３
３

御書物預

l1記役

(氏名抹消）

佐々木三右衛門

神安右衛門

花田伊兵衛

谷口五郎兵衛

石井三右衛門

木村小五郎

三浦佐次兵衛

今茂左衛門

花田金十郎

乙部喜三郎

黒瀧長三郎

棟方八右衛門
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杉沢四郎五郎

持
持

扶
扶

人
人

５
５

両
両

０
０
１
１

持
持

扶
扶

人
人

３
２

両
両

５
３

50ｲi

3両2人扶持

30石

50石

持
持
持
持

扶
扶
扶
扶

人
人
人
人

２
２
２
２

両
両
両
両

３
３
３
３

御書物預

日記役

書写役

佐々木三右衛門

神安右衛門

谷ll五郎兵衛

三浦左次兵衛

茂左衛l'11

花lll七左衛l''1

乙部喜三郎

黒瀧半右衛門

棟方八右衛門

佐野太次右衛門

杉沢四郎五郎

永山三郎右衛門

書写役 3両2人扶持 永山三郎兵衛

物書 持
持
持
持

扶
扶
扶
扶

人
人
人
人

３
２
２
２

両
両
両
両

３
４
３
３

｢暇」貼紙有 田村五郎八

溝江忠左衛門

野呂久六

野宮孫九郎

持
持
持

扶
扶
扶

人
人
人

？
】
？
】
ワ
】

両
阿
両

４
３
３

3両2分3人扶持

溝江忠左衛門

野呂勝左衛門

野宮孫九郎

吉村留兵衛

御書方

物書



弘前藩庁Ⅱ記と日記役（中野）

職
務
と
し
て
実
施
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
当
初
は
藩
主
や
藩
政
に
関
わ
る
記
録
で

あ
る
日
記
と
将
軍
家
を
は
じ
め
と
す
る
諸
家
と
の
贈
答
品
、
す
な
わ
ち
交
流
の
記

録
の
み
が
職
務
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
年
を
経
る
に
つ
れ
、
日
記
役

の
職
務
が
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
第
八
条
で
、
日
記

を
大
切
に
管
理
す
る
こ
と
と
火
災
時
の
対
応
に
つ
い
て
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

延
宝
三
年
に
定
め
ら
れ
た
条
目
で
は
、
日
記
役
の
職
務
・
勤
務
形
態
を
以
上
の

よ
う
に
規
定
し
、
確
立
さ
せ
る
が
、
そ
こ
で
は
勤
務
形
態
・
内
容
の
特
殊
性
が
み

ら
れ
る
。
藩
の
記
録
の
作
成
と
保
管
を
重
視
し
、
日
記
役
を
設
置
し
た
姿
勢
が
う

か
が
え
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
条
目
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
日
記
の
作
成
状
況
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
寛
文
元
年
以
降
、
現
存
す
る
国
元
の
日
記
を
み
る
と
、
寛
文

元
年
は
六
～
十
二
月
ま
で
を
一
冊
に
ま
と
め
、
翌
二
年
は
一
～
三
月
で
一
冊
、
六

～
十
二
月
で
一
冊
で
あ
り
、
寛
文
三
・
四
・
七
・
十
・
十
一
年
は
一
年
分
が
一
冊
、

寛
文
五
・
六
・
八
・
九
・
十
二
年
と
延
宝
元
年
（
寛
文
十
三
年
が
改
元
）
は
一
年

分
が
二
冊
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
延
宝
二
年
は
四
冊
、
延
宝
三
年
は
五
冊
で
、

延
宝
四
年
が
一
～
四
月
で
一
冊
で
あ
る
が
、
五
月
以
降
は
毎
月
一
冊
ず
つ
と
な
り
、

延
宝
五
年
以
降
は
毎
月
一
冊
（
多
い
月
は
二
～
四
冊
に
分
冊
）
と
な
る
。
こ
れ
ら

日
記
の
日
々
の
記
述
内
容
を
み
る
と
、
延
宝
三
年
三
月
頃
ま
で
は
、
記
事
の
な
い

日
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
ま
た
、
簡
潔
な
記
載
の
み
の
日
も
多
い
が
、
四
月
よ
り

後
年
の
日
記
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
充
実
し
た
分
量
の
記
事
が
あ
り
、
整
理
さ
れ
て

記
述
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
延
宝
四
年
に
関
し
て
は
、
記
載
の
な
い
日
も
あ
り
、

一
部
に
精
粗
が
み
ら
れ
る
。

（
路
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
津
軽
史
」
に
お
い
て
も
、
延
宝
三
年
二
月
以
降
の
日
記

を
「
御
日
記
清
書
」
と
し
て
取
り
扱
い
、
そ
れ
以
前
の
寛
文
元
年
六
月
～
延
宝
三

年
正
月
を
「
清
書
無
之
古
其
儘
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
延
宝
三
年
に
つ
い
て
み

る
と
、
「
御
日
記
清
書
」
分
が
二
～
十
二
月
ま
で
で
四
冊
、
「
清
書
無
之
古
其
儘
」

の
日
記
が
一
冊
と
し
て
い
る
。
現
存
し
て
い
る
弘
前
藩
庁
国
日
記
で
は
、
延
宝
三

年
分
は
一
～
七
月
ま
で
で
一
冊
で
あ
り
、
『
津
軽
史
」
の
記
述
と
異
な
る
が
、
延
宝

三
年
を
画
期
と
し
て
清
書
と
古
と
に
分
か
れ
る
と
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
日
記
の
伝
存
状
況
と
条
目
の
発
令
時
期
を
見
較
べ
る
と
、
条
目

の
発
布
さ
れ
た
日
付
と
し
て
延
宝
三
年
正
月
晦
日
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
存
し

て
い
る
日
記
を
み
る
と
、
ほ
ぼ
こ
の
時
期
か
ら
整
備
さ
れ
た
日
記
が
確
認
さ
れ
、

両
者
は
符
合
す
る
。
現
在
伝
わ
る
整
理
・
清
書
さ
れ
た
形
で
の
弘
前
藩
国
日
記
の

作
成
は
、
こ
の
条
目
の
発
令
に
よ
り
始
ま
っ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
江
戸
に
お
け
る
日
記
の
作
成
状
況
に
お
い
て
は
、
寛
文
八
年
は

五
月
十
一
日
～
十
二
月
二
十
八
日
ま
で
八
か
月
分
が
一
冊
、
翌
九
～
十
二
年
は
一

年
分
が
三
冊
、
延
宝
元
～
四
年
は
一
年
分
が
二
冊
、
以
後
し
ば
ら
く
は
毎
年
一
年

分
が
数
冊
で
、
元
禄
六
年
頃
よ
り
一
か
月
ご
と
に
一
冊
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
、
現
存
す
る
寛
文
八
年
当
初
の
日
記
を
み
る
と
記
述
が
非
常
に
簡
潔
で
あ

る
と
と
も
に
、
記
述
が
な
い
日
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、
延
宝
期
よ
り
記
述
状
態
が

整
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
江
戸
日
記
の
作
成
は
、
国
元
と
同
様
に
日
記
役
に
よ
る
が
、

当
初
は
江
戸
藩
邸
に
常
置
さ
れ
た
日
記
役
は
お
ら
ず
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
○
）

（
妬
）

四
月
に
藩
主
の
命
に
よ
り
常
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
江
戸
に
お
け
る
日
記
の
作

成
は
、
国
元
で
の
日
記
の
作
成
状
況
と
は
一
致
せ
ず
、
や
や
遅
れ
て
整
え
ら
れ
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
二
）
さ
ま
ざ
ま
な
申
渡
と
日
記
役
の
職
務

さ
て
、
日
記
役
の
勤
向
全
般
を
ま
と
め
て
定
め
た
条
目
は
、
こ
れ
以
降
確
認
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
れ
以
降
、
日
記
役
の
勤
向
に
つ
い
て
は
、
元
禄
二
年
十
月
十
六

（
”
）

日
に
表
右
筆
へ
の
申
渡
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
、
日
記
役
に
対
し
て
は
個
別
・
具
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体
的
に
指
示
・
命
令
が
出
る
の
み
と
な
る
。
延
宝
三
年
の
条
目
は
、
弘
前
藩
の
日

記
方
が
分
野
・
獅
年
別
に
藩
政
の
運
営
に
関
わ
る
記
録
を
編
纂
し
た
『
御
用
格
」

に
も
登
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
文
化
期
以
降
に
記
さ
れ
た
「
御
日
記
役
勤
向
覚
記
」

で
は
、
Ｍ
頭
に
Ⅱ
記
役
の
一
覧
が
記
さ
れ
た
直
後
に
記
さ
れ
て
お
り
、
Ⅱ
記
役
を

務
め
る
家
臣
に
と
っ
て
も
、
日
記
役
勤
向
の
基
本
と
し
て
機
能
し
た
も
の
と
位
潰

づ
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
日
記
役
が
職
務
を
務
め
る
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
問
題
と

な
っ
て
く
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
申
渡
な
ど
に
よ
り
指
示
が
出
さ
れ
る
が
、
日
記

役
を
務
め
た
下
澤
小
左
衛
門
に
と
っ
て
勤
務
上
重
要
と
思
わ
れ
た
こ
と
が
、
こ
の

「
御
日
記
役
勤
向
覚
記
」
に
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
条
目
以

後
に
出
さ
れ
た
申
渡
な
ど
に
つ
い
て
、
「
御
日
記
役
勤
向
覚
記
」
か
ら
み
て
み
よ
う
。

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
、
こ
の
年
初
め
て
実
施
を
命
じ
た
と
す
る
八
幡
宮
祭
礼

に
つ
い
て
、
大
目
付
ら
は
以
前
す
で
に
実
施
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
記
憶

し
て
い
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
確
認
す
る
な
か
で
、
「
日
記
之
儀
ハ
記
録
二
留
候
物

二
候
」
と
し
て
、
書
き
落
と
し
が
あ
れ
ば
追
っ
て
書
き
入
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
何

年
か
た
っ
た
後
で
あ
っ
て
も
書
き
落
と
し
が
判
明
し
た
ら
ば
、
書
き
加
え
る
べ
き

旨
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
被
仰
出
之
儀
」
は
わ
ず
か
な
こ
と
で
あ
っ
て

も
別
帳
へ
転
記
し
、
留
書
へ
の
書
き
落
と
し
が
あ
れ
ば
、
後
年
に
な
っ
て
も
書
き

足
す
こ
と
、
「
御
Ⅱ
付
立
合
」
の
文
言
を
「
御
目
付
」
に
略
記
す
る
こ
と
、
「
委
細

別
牒
二
有
之
」
と
書
き
留
め
て
い
る
場
合
は
、
清
書
で
は
「
別
帳
之
表
」
を
残
ら

ず
書
き
入
れ
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
日
記
へ
の
書
き
落
と
し

が
問
題
と
な
り
、
漏
ら
さ
ず
記
録
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天
和

二
年
の
時
点
で
「
被
仰
出
之
儀
」
に
つ
い
て
は
、
別
帳
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
二
月
八
日
に
は
、
「
御
用
留
書
」
で
は
、
御
用
を
受
け

た
月
の
う
ち
に
御
用
が
済
ま
な
か
っ
た
場
合
は
、
御
用
を
受
け
た
時
に
ま
と
め
て

書
き
留
め
る
が
、
日
記
へ
は
「
其
月
々
」
へ
書
き
入
れ
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
お

り
、
日
々
起
き
た
こ
と
を
日
々
に
記
録
す
る
、
時
の
流
れ
の
ま
ま
に
記
す
と
い
う

日
記
と
し
て
の
性
格
の
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。

宝
永
八
年
（
一
七
二
）
正
月
十
一
日
に
は
、
江
戸
よ
り
若
殿
の
官
位
叙
任
に

関
し
て
先
例
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
日
記
に
よ
り
現
当
主
の
先
例
を
確
認
し
た

と
こ
ろ
、
「
御
能
組
」
の
書
き
記
し
方
に
つ
い
て
が
問
題
視
さ
れ
、
「
古
キ
御
日
記

之
文
言
」
の
「
こ
び
た
る
文
」
は
「
当
世
不
入
事
」
と
し
て
い
る
。
表
記
に
つ
い

て
「
早
速
埒
明
候
様
平
言
」
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
わ
か
り
や
す
い
表
記
が

命
じ
ら
れ
て
い
る
。

天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
六
月
二
十
四
日
に
は
、
国
元
の
天
候
に
つ
い
て
、
風

説
だ
け
で
は
藩
主
が
「
不
安
心
」
に
な
る
の
で
、
国
元
か
ら
江
戸
に
飛
脚
を
送
る

ご
と
に
、
日
記
の
記
述
を
確
認
し
て
御
用
状
で
江
戸
に
い
る
藩
主
に
報
告
す
る
よ

う
命
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
日
記
に
天
気
を
正
確
に
記
す
こ
と
が
前
提
と
し
て

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
天
候
の
記
録
は
、
単
に
寒
暖
を
示
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
年

の
作
柄
を
予
測
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
十
一
Ⅱ
十
六
Ⅱ
に
は
、
「
去
ル
亥
年
」
、
す
な
わ
ち
寛

政
三
年
に
書
物
方
と
日
記
方
の
職
務
を
分
け
ず
取
り
扱
う
よ
う
命
じ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
さ
ら
に
徹
底
し
、
書
物
預
り
役
も
別
段
命
じ
な
い
の
で
、
日
記
役
で
兼
務

（
鯛
）

す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
日
記
の
内
容
や
管
理
に
つ
い
て
命
じ
た
申
渡
で
あ
り
、
日
記
役
を

務
め
る
な
か
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
書
き
留
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
参
考
史
料
の
扁
喫
御
日
記
書
様
之
儀
段
々
被
仰
付
候
張
紙
之
写
」
弓
凹

御
日
記
清
書
仕
様
二
付
諸
事
」
に
は
、
日
記
の
仕
様
・
様
式
に
つ
い
て
の
注
意
が

書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
仕
様
・
様
式
を
整
え
、
日
記
の
標
準
化
・
均
質
化
を
図
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る
と
と
と
も
に
、
膨
大
な
量
と
な
っ
て
い
く
日
記
へ
の
対
応
と
し
て
、
寛
延
二
年

（
一
七
四
九
）
に
は
半
丁
に
九
行
、
安
永
九
年
に
は
半
丁
に
一
○
行
書
く
こ
と
が

指
示
さ
れ
、
ま
た
、
寛
延
三
年
に
は
清
書
時
に
不
要
な
箇
条
は
排
除
し
、
明
和
七

年
（
一
七
七
○
）
に
は
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
か
ら
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）

ま
で
あ
る
「
中
清
書
」
を
不
要
の
も
の
と
し
て
潰
し
再
利
用
す
る
こ
と
が
命
じ
ら

れ
て
い
る
。
職
務
を
遂
行
し
て
い
く
な
か
で
、
正
確
さ
、
見
易
さ
が
求
め
ら
れ
る

と
と
も
に
、
膨
張
し
て
い
く
記
録
に
対
し
て
量
を
減
ら
し
、
質
を
向
上
し
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

そ
し
て
、
品
山
御
日
記
方
入
口
之
鍵
、
御
目
付
部
屋
肛
差
置
候
儀
伺
之
事
」
で

は
火
事
へ
の
用
心
と
し
て
の
鍵
の
管
理
に
つ
い
て
が
み
ら
れ
、
己
山
］
変
之
節
御

日
記
方
御
用
意
人
足
詰
場
所
之
事
」
田
山
自
変
之
節
詰
人
夫
之
儀
二
付
、
御
目
付

よ
り
廻
状
左
之
通
」
で
は
、
火
事
な
ど
変
事
へ
の
対
応
が
記
さ
れ
て
お
り
、
日
記

役
と
し
て
火
事
な
ど
変
事
へ
の
対
応
が
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
延
宝
三
年
の
条
目
で
基
本
的
な
規
定
が
発
令
さ
れ
、
そ
の
後
も

し
ば
し
ば
日
記
役
に
指
示
・
命
令
が
出
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
日
記
役
の
職
務

が
遂
行
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
そ
の
の
特
殊
性
・
専
門
性
が
形
成
・
強
化
し
た
こ

と
に
対
応
し
て
発
令
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
形
成
・
強
化
さ
れ
た
特
殊
性
・
専
門

性
を
規
定
し
、
あ
る
い
は
修
正
し
て
い
く
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。

一
方
、
日
記
役
が
職
務
を
遂
行
し
て
い
く
な
か
で
、
そ
の
職
務
の
特
殊
性
・
専

門
性
は
、
早
い
時
期
か
ら
他
の
家
臣
ら
の
目
に
は
奇
異
に
映
っ
た
面
も
あ
っ
た
。

延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
正
月
十
八
日
に
は
、
能
見
物
の
席
に
日
記
役
が
出
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
八
月
三
日
に
は
、
御
用
に
関
し

て
、
御
書
院
規
式
そ
の
ほ
か
表
向
き
の
こ
と
や
能
な
ど
の
規
式
に
つ
い
て
、
書
院

や
能
見
物
の
席
な
ど
に
出
入
り
し
、
詳
細
に
書
き
留
め
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
家
老
の
側
に
召
し
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と

弘
前
藩
庁
日
記
お
よ
び
日
記
を
作
成
・
管
理
し
た
日
記
役
に
つ
い
て
述
べ
て
き

た
。
最
後
に
こ
こ
で
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
日
記
役
に
つ
い
て
は
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
二
五
月
八
日
藩
主
の
命

に
よ
り
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
当
初
は
表
右
筆
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
た
が
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
頃
、
職
制
の
な
か
で
の
日
記
役
の
位
置

が
大
き
く
変
わ
り
、
表
右
筆
か
ら
分
離
独
立
し
、
さ
ら
に
下
役
も
設
置
さ
れ
て
い
っ

た
。
ま
た
、
こ
の
正
徳
期
を
画
期
と
し
て
、
そ
れ
以
後
の
日
記
役
は
同
種
の
役
職

や
下
役
か
ら
の
転
任
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
日
記
役
の
専
門
性

が
高
ま
っ
た
、
つ
ま
り
、
藩
の
最
も
根
本
的
な
記
録
と
な
る
日
記
を
作
成
・
管
理

す
る
役
職
と
し
て
日
記
役
が
藩
の
職
制
の
な
か
で
位
置
づ
け
ら
れ
確
立
し
た
も
の

と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
○
）
の
四
代
信
政
か

ら
五
代
信
重
（
信
寿
）
へ
の
代
替
わ
り
に
伴
う
藩
政
の
変
化
の
な
か
で
捉
え
る
べ

き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

藩
庁
日
記
自
体
は
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
の
条
目
に
よ
り
、
日
記
役
の
職

し
て
お
り
、
日
記
役
を
務
め
る
が
故
の
、
家
格
・
地
位
を
越
え
て
の
藩
庁
内
の
さ

ま
ざ
ま
な
場
へ
の
出
入
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
元
文
四
年

二
七
三
九
）
三
月
五
日
に
は
、
能
見
物
の
席
に
日
記
役
が
出
て
い
た
こ
と
に
対

し
、
目
付
か
ら
不
審
に
思
わ
れ
た
こ
と
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
文
化
九
年
（
一
八
一

二
）
の
「
剣
術
高
覧
」
の
席
に
は
、
当
初
「
日
記
役
支
配
物
書
井
表
右
筆
」
は
出

席
し
な
い
よ
う
Ⅱ
付
よ
り
命
じ
ら
れ
た
が
、
先
例
を
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
許
可
が

出
た
こ
と
も
見
ら
れ
る
。
家
格
・
地
位
を
越
え
た
場
へ
の
同
席
が
異
様
に
映
り
、

Ⅱ
記
役
の
立
場
の
微
妙
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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務
・
勤
務
形
態
や
日
記
の
作
成
・
管
理
が
規
定
さ
れ
る
な
か
で
、
御
用
向
き
の
書

付
・
書
留
を
受
け
取
り
、
そ
の
Ｈ
ご
と
に
整
理
し
て
日
記
を
作
成
す
る
シ
ス
テ
ム

が
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
現
存
し
て
い
る
弘
前
藩
同
Ⅱ
記
を
見
た
時
、
そ
の
内

容
は
、
条
Ⅱ
と
時
期
的
に
ほ
ぼ
一
致
し
、
延
宝
三
年
頃
よ
り
、
整
理
・
清
書
さ
れ

た
形
で
の
Ⅱ
記
が
伝
来
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
延
宝
三
年
が
、
整
理
・
清
書
さ
れ

た
記
録
と
し
て
の
日
記
の
確
立
時
期
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
延
宝
三
年

時
点
で
は
、
日
記
役
の
職
務
は
Ｈ
記
の
作
成
と
諸
家
と
の
贈
答
に
関
わ
る
記
録
で

あ
っ
た
の
が
、
次
第
に
増
加
し
て
い
く
こ
と
も
確
認
で
き
、
そ
の
後
順
次
、
日
記

の
作
成
・
管
理
に
つ
い
て
内
容
や
表
記
が
整
備
さ
れ
る
と
と
も
に
、
膨
大
化
し
て

く
る
日
記
へ
の
対
処
が
な
さ
れ
る
。

以
上
、
弘
前
藩
庁
日
記
お
よ
び
Ｈ
記
役
を
考
え
る
時
、
こ
の
延
宝
三
年
と
正
徳

二
年
が
画
期
と
し
て
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
日
記
役
の
職
務
は

次
第
に
増
加
す
る
。
職
務
遂
行
の
な
か
で
、
藩
庁
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
指
示
が
出
さ

れ
、
そ
こ
で
は
、
遺
漏
な
き
正
確
な
わ
か
り
や
す
い
記
録
が
求
め
ら
れ
る
が
、
そ

れ
と
と
も
に
膨
大
化
す
る
記
録
に
対
す
る
削
減
の
た
め
の
指
示
も
出
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
あ
っ
た
。
日
記
役
の
職
務
・
地
位
が
確
立
し
て
い
く
な
か
で
、
そ
の
専
門

性
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

（
１
）
例
え
ば
、
大
石
学
編
「
近
世
公
文
書
論
」
（
岩
田
書
院
、
二
○
○
八
年
）
、

同
文
学
研
究
資
料
館
ア
ー
カ
イ
プ
ズ
研
究
系
編
『
藩
政
ア
ー
カ
イ
プ
ズ
の

研
究
」
（
岩
川
件
院
、
二
○
○
八
年
）
、
尚
橋
実
「
藩
政
ア
ー
カ
ィ
プ
ズ
の

管
理
シ
ス
テ
ム
」
（
平
成
二
十
三
年
度
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
「
幕
藩
政
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
の
総
合
的
調
査
・
研
究
」
研
究
報
告
レ
ジ
ュ
メ
、
二
○
二
年
）

註

な
ど
。

（
２
）
日
記
類
の
現
存
状
況
・
内
容
の
分
析
を
行
っ
た
徳
永
職
男
「
鳥
取
池
田
家

史
料
の
Ⅱ
記
類
に
関
す
る
考
察
（
そ
の
１
）
」
（
「
鳥
取
県
立
博
物
館
研
究
報

杵
」
一
四
、
一
九
七
七
年
）
・
同
「
鳥
取
池
川
家
史
料
の
日
記
類
に
関
す
る

考
察
（
そ
の
２
こ
（
「
鳥
取
県
立
博
物
館
研
究
報
告
」
一
七
、
一
九
八
○
年
）
、

大
名
家
の
藩
邸
記
録
を
中
心
と
し
た
江
戸
記
録
一
覧
を
作
成
し
た
研
究
代

表
者
武
井
協
三
「
諸
藩
江
戸
屋
敷
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
（
一
九
九
九
年
）
、

鯖
江
藩
確
立
期
に
繍
纂
さ
れ
た
「
御
用
部
屋
旧
記
」
の
分
析
と
位
置
づ
け

な
ど
を
行
っ
た
竹
内
悟
夫
「
鯖
江
藩
江
戸
藩
邸
「
御
用
部
屋
日
記
」
・
「
小

堀
記
」
に
つ
い
て
」
（
「
若
越
郷
土
研
究
」
三
九
，
川
、
一
九
九
四
年
）
、
現

存
す
る
榊
原
藩
文
書
の
伝
来
の
考
察
と
御
用
留
を
含
め
た
藩
日
記
の
分
析

を
行
っ
た
花
岡
公
貴
「
「
榊
原
藩
文
書
」
と
藩
日
記
」
（
新
潟
県
立
文
書
館

「
研
究
紀
要
」
九
、
二
○
○
二
年
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
弘
前

藩
に
つ
い
て
は
後
述
。

（
３
）
弘
前
大
学
国
史
研
究
会
編
著
「
津
軽
史
事
典
」
（
名
著
出
版
、
一
九
七
七

年
）
。

（
４
）
『
弘
前
市
史
」
藩
政
編
（
名
著
出
版
、
一
九
七
三
年
）
。

（
５
）
「
大
名
家
文
書
の
櫛
造
と
機
能
に
関
す
る
基
盤
的
研
究
ｌ
津
軽
家
文
書
の

分
析
を
中
心
に
ｌ
」
（
平
成
十
一
～
十
四
年
度
科
研
費
研
究
成
果
報
告
書
、

二
○
○
三
年
）
。

（
６
）
「
陸
奥
国
弘
前
藩
庁
に
お
け
る
文
書
管
理
史
料
紹
介
」
（
「
国
文
研
ニ
ュ
ー

ズ
」
二
○
、
二
○
一
○
年
）
・
「
弘
前
藩
庁
に
お
け
る
文
書
管
理
帳
簿
の
紹

介
と
翻
刻
（
そ
の
１
．
そ
の
２
）
」
（
「
Ｎ
文
学
研
究
資
料
館
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
研
究
篇
」
七
・
八
、
二
○
一
○
・
二
○
二
年
な
ど
。

（
７
）
弓
弘
前
藩
庁
Ⅲ
記
」
と
弘
前
藩
の
構
造
に
つ
い
て
」
（
二
○
○
九
年
度
国
文
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学
研
究
資
料
館
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
カ
レ
ッ
ジ
修
了
論
文
、
未
公
判
）
。

（
８
）
以
下
、
前
者
を
弘
前
藩
脚
日
記
、
後
者
を
弘
前
藩
江
戸
日
記
と
略
す
。

（
９
）
弘
前
市
立
弘
前
図
普
館
蔵
八
木
橋
文
庫
、
請
求
番
号
Ｙ
Ｋ
三
二
二
・
五
’

一
五
八
。
詳
細
は
後
述
。

（
、
）
青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
細
「
み
ち
の
く
幾
件
津
軽
歴
代
記
類
」
上
、

一
九
五
九
年
、
Ｎ
件
刊
行
会
よ
り
一
九
八
二
年
復
刻
。

（
Ⅱ
）
同
蒋
解
説
。

（
皿
）
前
掲
「
津
軽
歴
代
記
類
」
。

（
過
）
同
氏
前
掲
論
文
。

（
皿
）
弘
前
藩
江
戸
日
記
第
一
五
八
。

（
喝
）
弘
前
市
立
図
書
館
編
「
八
木
橋
文
庫
目
録
」
解
題
（
一
九
九
三
年
）
よ
り
。

（
妬
）
第
一
九
二
五
。

（
Ⅳ
）
「
御
用
格
」
（
寛
政
本
）
の
解
題
（
長
谷
川
成
一
氏
執
筆
、
一
九
九
一
年
）

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
「
御
用
格
」
編
纂
の
開
始
と
み
る
見
解
も
あ
る
と
い

、
っ
Ｏ

（
肥
）
前
掲
「
弘
前
市
史
」
藩
政
編
。

（
的
）
第
二
九
二
。

（
別
）
第
二
八
三
。

（
皿
）
弘
前
市
立
弘
前
側
杵
館
蔵
津
蝿
家
文
件
。

（
理
）
浪
川
健
治
「
藩
政
の
展
開
と
脚
家
意
識
の
形
成
（
副
題
略
匡
（
「
日
本
史
研

究
」
二
三
七
、
一
九
八
二
年
）
・
「
弘
前
市
史
」
通
史
編
二
（
弘
前
市
、
二

○
○
二
年
）
。

（
型
「
御
用
格
」
で
は
、
読
点
が
「
・
…
・
・
御
時
分
相
定
、
被
下
物
・
不
時
之
被

下
物
右
同
断
…
…
」
と
付
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
意
味
が
不
明
で
あ
り
、

「
・
・
・
…
御
時
分
、
相
定
被
下
物
・
不
時
之
被
下
物
右
同
断
…
…
」
と
付
す

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
型
）
現
存
す
る
御
日
記
方
の
作
成
・
管
理
帳
簿
（
「
津
軽
家
文
書
総
目
録
」
の
表

記
よ
り
作
成
）
は
、
「
寺
社
吉
凶
帳
」
（
二
冊
、
延
宝
七
年
～
慶
応
二
年

〈
一
六
七
九
～
一
八
六
六
〉
）
・
「
寺
社
領
分
限
帳
」
（
一
冊
、
正
徳
元
年

〈
一
七
二
〉
写
）
・
「
年
代
記
」
（
三
冊
、
写
）
・
「
御
用
格
」
（
二
四
冊
、

寛
政
写
）
・
「
八
百
石
以
上
江
被
仰
渡
」
（
一
冊
、
文
化
十
川
年
〈
一
八
一
七
〉

写
）
・
「
〔
弘
前
藩
庁
〕
日
記
（
国
日
記
）
」
（
三
二
九
九
冊
）
・
「
〔
弘
前
藩
庁
〕

日
記
（
江
戸
日
記
）
」
（
一
二
二
五
冊
）
・
「
〔
藩
庁
Ⅱ
記
抄
〕
」
（
二
七
冊
、
写
、

寛
文
元
年
～
宝
永
七
年
〈
一
六
六
一
～
一
七
一
○
〉
）
・
「
御
自
筆
之
写
」

（
一
冊
、
宝
暦
七
年
～
文
政
三
年
〈
一
七
五
七
～
一
八
二
○
〉
の
御
自
筆

書
付
の
写
）
・
「
分
限
帳
」
（
元
禄
八
年
〈
一
六
九
五
〉
写
、
一
○
冊
）
・
「
分

限
帳
」
（
元
禄
十
年
〈
一
六
九
七
〉
写
、
一
○
冊
）
・
「
分
限
帳
」
（
宝
永
三

年
〈
一
七
○
六
〉
写
、
一
○
冊
）
・
「
分
限
帳
」
（
正
徳
元
年
〈
一
七
二
〉

写
、
一
冊
）
・
「
分
限
帳
」
（
正
徳
二
年
〈
一
七
一
二
〉
写
、
一
○
冊
）
・
「
分

限
帳
調
書
抜
」
（
一
冊
、
元
禄
十
年
〈
一
六
九
七
〉
写
）
・
「
町
支
配
分
限

帳
」
（
一
冊
、
正
徳
二
年
〈
一
七
一
二
〉
写
）
・
「
〔
系
譜
〕
」
（
一
○
冊
、
初

代
為
信
～
一
○
代
寧
親
公
）
・
「
〔
系
譜
〕
」
（
一
○
冊
、
初
代
為
信
～
一
○
代

寧
親
公
）
・
「
為
信
公
・
信
牧
公
・
信
義
公
〔
系
譜
〕
」
（
一
冊
、
貞
享
頃

写
）
・
「
御
家
中
御
由
緒
之
覚
」
（
一
冊
、
元
禄
六
年
～
宝
永
二
年
〈
一
六
九

三
～
一
七
○
五
〉
、
Ｍ
年
写
、
弘
前
日
記
方
）
・
「
妙
心
院
様
御
代
御
由
緒
」
（
一

冊
、
明
和
四
年
〈
一
七
六
七
〉
、
安
政
二
年
〈
一
八
五
五
〉
写
）
・
「
系
譜
」

（
三
冊
、
寛
政
十
一
年
〈
一
七
九
九
〉
写
）
・
「
公
儀
御
書
付
二
付
御
旧
記

書
抜
」
（
三
冊
、
寛
政
十
一
年
〈
一
七
九
九
〉
写
）
・
「
公
儀
御
尋
二
付
御
Ⅲ

記
書
抜
」
（
一
冊
、
文
化
七
年
〈
一
八
一
○
〉
写
）
で
あ
る
。
ま
た
、
「
御

大
祭
之
節
於
高
岡
御
用
留
書
丼
落
合
大
右
衛
門
覚
書
」
（
元
文
五
年
〈
一
七
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（
妬
）
前
掲
「
御
用
格
」
。
江
戸
の
、

て
は
別
稿
を
用
意
し
た
い
。

（
”
）
前
掲
「
街
用
格
』
。

（
犯
）
以
上
、
参
考
史
料
の
三
「

（
踊
）
永
沢
得
右
衛
門
奉
実
「
津
軽
史
第
一
巻
み
ち
の
く
双
書
特
輯
」
（
青
森
県

文
化
財
保
護
協
会
、
一
九
七
三
年
）
。

（
妬
）
前
掲
「
御
用
格
」
。
江
戸
の
日
記
役
と
江
戸
に
お
け
る
日
記
の
管
理
に
つ
い

四
○
〉
写
）
・
「
御
用
留
書
（
元
文
五
年
高
岡
御
大
祭
に
付
ご
・
「
本
所
横
網

浜
手
御
屋
敷
覚
帳
絵
図
」
（
元
禄
九
・
十
一
・
十
二
・
宝
永
六
年
〈
一
六
九

六
・
九
八
・
九
九
・
一
七
○
九
〉
）
・
「
津
梁
院
之
図
」
（
寛
政
四
年
〈
一
七

九
二
〉
写
、
蔵
印
「
弘
前
日
記
方
」
）
・
「
津
梁
院
新
規
御
取
建
絵
図
面
」

（
写
、
蔵
印
「
弘
前
日
記
方
」
）
・
「
常
福
寺
絵
図
面
」
（
文
政
七
年
〈
一
八

二
四
〉
写
、
蔵
印
「
弘
前
日
記
方
」
）
や
江
戸
屋
敷
図
に
「
弘
前
日
記
方
」

の
蔵
書
印
が
あ
る
。

「
一
、

御
日
記
役
江
段
々
被
仰
出
候
御
条
目
」
。

弓 夏司ヨーヨ戸、

五四三二一＊
l－l－l－l－’一後

筆

一一 一 一 一 一 以

曾W柵謬目
記記記記よ録
清 書方 之り

条
目

（
内
扉
）

「 （
表
紙
）

「

【
参
考
史
料
】
「
御
日
記
役
勤
向
覚
記
」
（
弘
前
図
書
館
蔵
八
木
橋
文
庫
）

御
日
記
役
勤
向
覚
記

御
日
記
役
勤
向
覚
記

下
澤
小
左
衛
門

（
後
雅
）

「
藤
原
繁
雄
」

1－－

L一一

厩；

－17－



弘前藩庁日記と日記役（中野）

貞
享
二
年
四
月
十
一
Ｈ
工
藤

治
兵
衛
跡
祁
御
Ⅱ
記
役
被
仰
付

同
川
同
Ⅱ
三
ｋ
十
兵
衛
跡
肛

御
日
犯
役
被
仰
付

正
徳
二
年
九
月
十
五
Ⅱ
被
仰
付
、

享
保
二
年
十
二
川
五
Ⅲ
荊
死

正
徳
二
年
十
〃
廿
一
Ⅱ
御
馬
廻

被
仰
付
之

延
宝
三
年
正
Ｈ
廿
六
、
被
仰
付
、

天
和
三
年
十
二
月
十
六
Ｈ
病
死

課
則
黙
酎
群
廻
り
御
日
記
役
名
前

司 弓 ミ ヨ 弓

十 九 八 七 六
とL－－L－－L－－L一一

気司弓

十十十
三二
L一一L一一L一一

右
七
人
妙
心
院
様
御
代
相
勤
之

一
御
日
記
物
書
忌
明
書
付
之
事

一
変
之
節
御
日
記
方
御
用
意
人
夫
詰
場
所
之
事

一
変
之
節
人
夫
詰
方
之
儀
二
付
御
目
付
触
之
事

一
御
日
記
之
内
中
清
書
潰
方
伺
之
事

一
御
日
記
役
御
能
之
節
御
座
敷
江
罷
出
候
儀

一
武
芸
高
覧
之
節
、
御
日
記
役
・
表
右
筆
御
座
敷
江
相
詰
候
儀

一
御
日
記
方
二
階
入
口
鍵
之
事

一
支
配
方
末
期
判
元
見
届
之
儀
二
付
御
目
付
よ
り
申
通
候
趣
井
御
日
記

物
書
末
期
之
節
取
扱
向
之
事

御
手
廻
よ
り

工
藤
治
兵
衛

御
手
廻
よ
り

三
上
十
兵
衛

御
手
廻
よ
り

伴
弥
五
左
衛
門

御
手
廻
よ
り

須
藤
高
三
郎

御
手
廻
よ
り

小
山
内
杢
右
衛
門

表
右
兼
よ
り

神
安
右
衛
門

御
中
小
性
よ
り

花
田
伊
兵
衛

御
書
物
預
よ
り

佐
々
木
三
右
衛
門

正
徳
二
年
九
月
十
五
Ｈ
被
仰
付
、

享
保
十
二
年
正
月
十
一
日
大
納
戸
役
被
仰
付
之

享
保
十
年
三
月
一
日
被
仰
付
、

同
十
六
年
五
月
十
五
日
隠
居

但
、
享
保
二
年
十
二
月
よ
り
御
日
記
役
弐
人
二
而
相
勤
る
、
此
以
前
三
人
一
而

相
勤
候
儀
も
有
之

右
側

正
徳
二
年
九
月
十
五
Ｈ
被
仰
付
、

谷
口
忠
右
衛
門

享
保
八
年
十
一
月
十
五
日
隠
居

但
、
享
保
元
年
頃
黒
瀧
半
右
衛
門
と
申
候
而
御
日
記
役
相
勤
候
由
一
一
候
得
共
、

碇
と
不
相
分

享
保
十
二
年
正
月
十
一
Ⅱ
被
仰
付
、

同
十
三
年
五
月
一
日
隠
居

享
保
十
四
年
十
二
月
十
六
日
被
仰
付
、

寛
保
二
年
十
二
月
十
五
日
御
手
廻
被
仰
付
之

享
保
廿
年
三
月
三
日
被
仰
付
、

元
文
三
年
川
月
十
四
日
病
死

右
七
人
玄
圭
院
様
御
代
相
勤
之

元
文
川
年
正
月
十
一
日
被
仰
付
、

寛
保
二
年
十
二
月
廿
二
Ⅲ
御
手
廻
格
那
奉
行
手
伝
被
仰
付

寛
保
二
年
十
二
月
十
五
Ⅱ
被
仰
付
、

寛
延
川
年
正
月
十
一
日
御
馬
廻
被
仰
付
之

寛
保
四
年
正
月
十
一
日
被
仰
付
、

延
享
三
年
正
Ｈ
廿
一
Ⅲ
御
台
所
戯
被
仰
付
之

右
三
人
顕
休
院
様
御
代
相
勤
之

延
享
三
年
正
Ⅱ
廿
一
Ⅱ
被
仰
付
、

寛
延
Ⅲ
年
正
Ⅱ
十
一
Ⅱ
大
納
戸
役
被
仰
付
之

寛
延
四
年
正
月
十
一
Ⅱ
被
仰
付
、

宝
孵
川
年
二
Ⅱ
十
二
Ｈ
病
死

表
右
筆
よ
り

花
田
七
左
衛
門

御
書
物
預
よ
り

黒
瀧
弥
左
衛
門

表
右
飛
よ
り

野
呂
久
右
衛
門

右
側

野
呂
源
五
郎

右
同

成
田
次
右
衛
門

右
同

七
戸
八
右
衛
門

右
同

吉
村
留
兵
衛

右
同

野
呂
吉
兵
衛

御

山＃
川，
又り

左

衛

門

炎
右
縦
よ
り

谷
川
新
右
術
門
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表
右
筆
よ
り

寛
延
四
年
正
月
十
一
日
被
仰
付
、
工
藤
六
太
夫

宝
暦
二
年
二
月
十
三
日
永
ノ
御
暇
被
下
置
之

右
同

宝
暦
二
年
四
月
廿
八
日
被
仰
付
、
荒
木
関
宇
兵
衛

同
十
年
十
二
月
十
五
日
御
右
筆
被
仰
付
之

御
書
物
預
よ
り

宝
暦
四
年
五
月
朔
日
被
仰
付
、
福
士
傳
右
衛
門

同
十
一
年
十
二
月
一
日
御
馬
廻
被
仰
付
之

寺
社
奉
行
よ
り

宝
暦
ハ
毎
ハ
且
ハ
日
寺
社
奉
行
よ
り
御
日
記
司
取
田
井
市
太
夫

被
仰
付
、
其
後
常
府
被
仰
付
之

御
手
廻
よ
り

宝
暦
七
年
三
月
七
日
御
日
記
司
取
被
仰
付
、
桜
庭
伴
太
夫

同
八
年
二
月
廿
五
日
引
取

御
書
物
預
よ
り

宝
暦
十
年
十
二
月
十
五
日
被
仰
付
、
佐
藤
太
兵
衛

明
和
四
年
十
月
朔
日
御
馬
廻
被
仰
付
之

右
何
よ
り

宝
暦
十
一
年
十
二
月
一
日
被
仰
付
、
池
田
源
之
丞

明
和
八
年
正
月
十
一
日
御
馬
廻
被
仰
付
之

表
右
筆
よ
り

明
和
四
年
十
月
一
日
被
仰
付
、
同
九
年
十
二
月
一
日

佐
々
木
宇
右
衛
門

御
家
老
附
加
勢
被
仰
付
、
天
明
元
年
七
月
十
九
Ｈ
病
死

表
右
筆
よ
り

明
和
八
年
正
月
十
一
日
被
仰
付
、
川
口
治
左
衛
門

安
永
九
年
六
月
一
Ｈ
隠
居

御
中
小
性
よ
り
加
勢

始
御
家
老
附
よ
り
御
中
小
姓
被
仰
付
、
夫
よ
り
御
日
記
役
加
勢
吉
村
太
右
衛
門

被
仰
付
候
処
、
又
候
御
家
老
附
二
被
仰
付
、
御
Ⅱ
記
役

加
勢
引
取
被
仰
付
候

御
馬
廻
格
表
右
筆
よ
り

安
永
九
年
六
月
十
五
日
被
仰
付
、
棟
方
七
右
衛
門

天
明
六
年
十
一
月
十
五
Ｈ
御
馬
廻
被
仰
付
之

（
マ
マ
）

御
馬
廻
よ
り
加
役

天
明
三
年
二
月
十
五
日
被
御
Ⅱ
記
役
加
勢
被
仰
付
、
都
谷
森
源
蔵

同
五
年
正
月
十
七
日
御
賞
被
下
置
、
加
役
引
取
被
仰
付
之

右
司
取
共
二
拾
四
人
戒
香
院
様
御
代
相
勤
之

御
馬
廻
格
表
右
兼
よ
り

天
明
五
年
正
剛
十
一
Ⅱ
被
仰
付
、
寛
政
二
壬
ハ
川
三
日
勤
料
之
内
小
林
忠
之
丞

壱
人
扶
持
御
加
墹
被
下
置
、
外
二
五
表
勤
料
噌
被
下
撹
、
御
手
廻
被

仰
付
、
御
Ｈ
記
役
是
迄
之
通
相
勤
候
様
被
仰
付
、
同
三
年
九
月
九
Ｈ
御
手
廻
三
番
組
被
仰
付
之

御
書
物
預
よ
り

天
哩
ハ
年
十
一
月
十
五
日
被
仰
付
、
花
田
金
十
郎

同
八
年
六
月
廿
三
日
病
死

表
右
筆
よ
り

天
明
八
年
十
二
月
廿
八
Ⅱ
被
仰
付
、
中
田
彦
左
衛
門

寛
政
五
年
三
月
三
Ⅱ
御
馬
廻
被
仰
付
之

御
中
小
性
格
御
Ⅱ
記
物
杏
よ
り

寛
政
五
年
六
月
廿
八
日
壱
人
扶
持
勤
料
増
被
下
、
御
日
記
役
手
伝
佐
野
文
次
郎

被
仰
付
、
表
右
筆
兼
相
勤
候
様
被
仰
付
、
同
六
年
間
十
一
月
廿
八
日

勤
料
之
内
壱
両
御
加
増
、
外
二
壱
両
勤
料
増
被
下
置
、
御
日
記
役
被
仰
付
、
留
書
・
表
右
筆
兼
被
仰
付
、
何
十
年
六

月
七
Ｈ
御
家
老
附
兼
被
仰
付
、
同
廿
、
御
手
廻
格
被
仰
付
、
金
三
両
勤
料
増
被
下
、
御
日
記
役
是
迄
之
通
被
仰
付
、

同
十
二
年
十
二
月
八
日
弍
両
壱
人
扶
持
勤
料
増
被
下
、
享
和
二
年
十
一
月
八
Ⅱ
病
死表

右
筆
格
御
Ⅱ
記
物
沖
よ
り

寛
政
六
年
十
一
月
十
五
日
弐
人
扶
持
勤
料
増
被
下
、
棟
方
山
次
郎

御
中
小
性
格
被
仰
付
、
御
Ｈ
記
役
手
伝
・
表
右
雅
兼
被
仰
付
、

同
十
年
六
月
廿
日
御
馬
廻
二
番
組
被
仰
付
、
文
化
八
年
九
月
十
五
Ｈ
又
々
御
手
廻
格
御
日
記
役
被

仰
付
、
側
九
年
十
二
月
廿
四
日
御
賞
之
上
御
日
記
役
引
取
被
仰
付
之
、

御
留
守
居
組
よ
り

寛
政
十
年
六
月
十
一
Ｈ
御
手
廻
格
被
仰
付
、
金
四
両
勤
料
被
下
世
、
唐
牛
大
六

御
日
記
役
相
勤
候
様
被
仰
付
、
同
年
十
月
廿
七
日
勤
料
之
内
弐
阿

御
加
増
被
下
置
、
外
五
両
一
人
扶
持
勤
料
増
被
下
、
寄
合
格
紙
学
学
頭
相
勤
候
様
被
仰
付
、
御
Ⅲ
記

方
是
迄
之
通
取
扱
候
様
被
仰
付
、
享
和
二
年
十
Ｈ
一
Ⅱ
寄
合
被
仰
付
、
経
学
学
頭
被
仰
付
之

表
右
筆
格
御
Ⅱ
記
物
秤
よ
り

享
和
二
年
十
月
廿
Ⅱ
御
日
記
役
当
分
加
勢
被
仰
付
、
同
年
十
二
月

栞
田
平
介

廿
一
Ⅱ
御
中
小
性
格
御
日
記
役
取
扱
・
表
右
兼
兼
被
仰
付
、

金
一
両
一
人
扶
持
勤
料
増
被
下
侭
、
文
化
三
年
八
Ⅱ
五
Ⅱ
痛
死

右
側
よ
り

後
、
太
郎
吉
卜
名
改

享
和
二
年
十
一
月
廿
日
御
日
記
役
当
分
加
勢
被
仰
付
、
菊
池
直
吉

文
化
二
年
二
月
廿
八
日
一
人
扶
持
勤
料
増
被
下
、
御
中
小
性
格

御
Ｈ
記
役
取
扱
・
表
右
策
兼
被
仰
付
、
何
四
年
六
月
十
七
日
留
杏
兼
被
仰
付
、
Ⅲ
五
年
八
川
廿
日
弐
人
扶
持
勤
料

墹
被
下
、
御
Ⅱ
記
役
被
仰
付
、
是
迄
之
通
柑
勤
候
様
被
仰
付
、
Ⅲ
八
年
九
Ⅱ
御
布
筆
被
仰
付

右
同
よ
り

後
、
彦
介
卜
名
改

文
化
三
年
八
〃
五
日
御
Ⅱ
記
役
取
扱
加
勢
被
仰
付
、
工
藤
友
太
郎

同
年
十
二
〃
廿
八
日
十
表
一
人
扶
持
勤
料
被
下
股
、

御
中
小
性
格
御
Ｈ
記
役
取
扱
・
表
布
筆
兼
被
仰
付
、
Ⅲ
四
年
六
Ｎ
十
七
Ⅱ
留
脊
兼
被
仰
付
、
Ⅲ
六
年
八
月
八
Ⅱ
一

人
扶
持
勤
料
墹
被
下
、
御
日
記
役
被
仰
付
、
何
九
年
十
二
月
廿
川
Ⅱ
一
人
扶
持
勤
料
期
被
下
、
御
手
廻
格
被
仰
付
、

御
日
記
役
足
迄
之
通
被
仰
付
、
文
政
六
年
九
川
九
Ⅱ
勤
料
之
内
血
衣
御
加
瑚
被
下
慨
、
同
年
十
一
Ⅱ
十
Ⅱ
御
尋
之
御

用
有
之
、
他
州
差
留
被
仰
付

御
中
小
性
格
表
右
縦
よ
り

寛
政
三
年
五
月
六
日
御
日
記
役
被
仰
付
、
御
書
物
預
・
留
書
．
高
尾
定
介

表
右
筆
兼
役
被
仰
付
、
同
四
年
九
月
一
日
是
迄
之
勤
料
柾

壱
人
扶
持
増
御
加
増
被
下
置
、
外
二
五
表
勤
料
被
下
、
同
五
年
六
月
廿
八
日
御
家
老
附
兼
被
仰
付
、
同
六
年
六
川
廿

三
日
五
表
壱
人
扶
持
勤
料
増
被
下
、
同
年
閏
十
一
月
廿
八
日
勤
料
之
内
五
表
壱
人
扶
持
御
加
増
、
外
十
五
表
勤
料
増
被

下
、
寄
合
格
被
仰
付
、
御
日
記
役
井
表
右
筆
見
継
被
仰
付
、
同
八
年
六
月
廿
三
日
紀
伝
学
頭
被
仰
付
、
御
Ｈ
記

役
・
表
右
筆
見
継
、
是
迄
之
通
被
仰
付
、
同
十
年
六
月
十
一
日
御
中
小
性
頭
格
被
仰
付
、
三
拾
表
勤
料
被
下
、
御
Ｈ

記
方
表
右
筆
頭
取
被
仰
付
、
文
化
三
年
十
月
廿
八
日
二
十
表
御
加
増
被
下
俄

御
書
物
預
よ
り

寛
政
三
年
五
且
ハ
日
御
Ｈ
記
役
被
仰
付
、
御
書
物
預
・
御
家
老
奈
良
九
兵
衛

附
表
右
筆
兼
役
被
仰
付
、
同
四
年
九
月
朔
日
是
迄
之
勤
料
御
加

増
被
下
置
、
外
二
金
一
両
勤
料
被
下
、
同
年
十
一
月
十
九
日
病
死

右
三
人
禮
孝
院
様
御
代
相
勤
之
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［
】
御
日
記
之
始
り

一
、
寛
文
元
年
辛
丑
よ
り
有
之

但
、
今
年
六
月
三
日
妙
心

用
留
有
之
、
是
御
日
記
之
始
也

［
日
御
日
記
方
江
段
々
被
仰
出
之
御
条
目

一
、
延
宝
三
年
乙
卯
正
月
晦
日
、
御
日
記
役
江
被
仰
出
候
御
条
目
、
左
之
通

御
中
小
性
格
御
日
記
物
書
よ
り

文
化
七
霊
ハ
月
十
日
御
日
記
役
加
勢
被
仰
付
、
高
屋
善
次
郎

同
九
年
十
二
月
廿
四
日
御
留
守
居
組
被
仰
付
之

御
馬
廻
格
留
書
よ
り

文
化
九
年
十
二
月
廿
四
日
御
手
廻
格
御
日
記
役
被
仰
付
、
葛
西
権
介

留
書
・
表
右
筆
兼
被
仰
付
、
同
十
年
六
月
三
日
御
手
廻
被
仰
付
、

金
五
両
勤
料
増
被
下
置
、
御
台
所
頭
兼
相
勤
候
様
被
仰
付
之

御
日
記
物
書
よ
り

文
化
九
年
十
二
月
廿
四
日
御
日
記
役
加
勢
被
仰
付
、
菊
池
千
司

同
十
一
年
八
月
八
日
御
勝
手
方
小
頭
加
勢
被
仰
付
、

同
十
三
年
八
月
十
一
Ｈ
親
跡
式
被
下
、
御
勝
手
方
小
頭
被
仰
付
之

表
右
筆
格
御
日
記
物
書
よ
り

文
化
十
笠
ハ
月
六
日
御
日
記
役
加
勢
被
仰
付
、
桜
田
喜
作

同
十
二
年
正
月
廿
八
Ｈ
御
中
小
性
格
被
仰
付
、

一
人
扶
持
勤
料
被
下
置
、
御
日
記
役
加
勢
是
迄
之
通
被
仰
付
、
文
政
六
年
十
一
月
十
日
御
尋
之
御
用
有
之
、
他
出
差

留
被
仰
付

表
右
筆
よ
り

文
政
六
年
十
一
月
十
一
日
御
日
記
役
加
勢
被
仰
付
、
下
澤
小
左
衛
門

同
年
十
二
月
九
日
御
家
老
附
加
勢
被
仰
付
、

御
日
記
役
兼
相
勤
候
様
被
仰
付
、
同
七
年
七
月
四
日
御
家
老
附
御
人
揃
二
付
御
賞
金
三
百
疋
被
下
置
、
御
家
老
附
加

勢
御
免
被
仰
付

御
中
小
性
格
日
記
物
書
よ
り

文
政
六
年
十
一
月
十
一
日
御
日
記
役
当
分
加
勢
被
仰
付
工
藤
謙
蔵

以
上
支
配

御
日
記
物
書
加
勢
よ
り

文
政
七
年
六
月
十
二
日
御
日
記
役
当
分
加
勢
被
仰
付
、
毛
内
岩
吉

同
年
八
月
二
日
御
賞
之
上
御
日
記
役
当
分
加
勢
引
取
被
仰
付
之

定

一
、
何
も
御
用
勤
之
面
々
よ
り
日
々
書
付
受
取
、
紛
失
無
之
様
其
文
言
之
主

た
る
所
に
心
を
附
、
書
落
不
仕
候
様
、
以
来
迄
御
用
二
相
立
候
様
念
入
毎

妙
心
院
様
西
之
関
よ
り
御
入
部
、

則
日
よ
り
御

元
禄
七
甲
戌
年
二
月
八
日

一
、
御
用
留
書
末
二
書
載
申
候
御
請
込
之
御
用
之
儀
、
御
日
記
江
書
載
様
、
去
ル
三

日
奉
伺
候
処
、
則
左
之
通
被
仰
付
候

一
、
年
々
之
御
日
記
大
切
二
奉
存
、
火
事
杯
之
節
油
断
仕
間
敷
事

右
之
通
可
相
守
者
也

延
宝
三
乙
卯
年
正
月
附
日

進
藤
庄
兵

日
記
録
可
仕
事

一
、
御
用
勤
候
面
々
、
其
日
之
留
書
受
取
候
内
二
疑
敷
所
有
之
候
二
お
ゐ
て
ハ

能
承
合
、
記
録
可
仕
事

一
、
治
乱
共
御
日
記
無
相
違
一
ヶ
年
切
二
致
シ
、
奥
二
名
印
仕
、
箱
二
鎖
か
き

に
而
入
預
置
可
申
事

一
、
御
城
江
毎
日
罷
出
、
御
詰
座
敷
御
番
所
北
之
御
縁
通
江
相
詰
、
何
も
御
用

人
中
其
外
江
も
緩
怠
之
躰
仕
間
敷
事

一
、
御
献
上
物
丼
一
一
御
老
中
様
、
次
二
御
一
門
様
方
其
外
相
定
御
附
届
、

不
時
之
御
届
等
御
進
物
之
分
、
御
在
所
二
被
成
御
座
候
時
と
御
在
江
戸
之

時
分
と
一
年
中
を
書
集
、
御
日
記
之
中
よ
り
別
帳
二
仕
立
可
申
事

一
、
御
公
義
向
之
儀
、
諸
事
右
二
可
准
拠
事

一
、
御
在
所
被
成
御
座
候
御
時
分
、
相
定
候
被
下
物
・
不
時
之
被
下
物
等
右

同
断

但
、
此
類
混
乱
有
之
候
而
御
用
之
節
手
間
取
不
申
候
様
一
所
一
一
書
集
可

申
事

御
日
記
役

工
藤
治
兵
衛
殿

進
藤
庄
兵
衛

北
村
弥
右
衛
門
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喝
宝
永
八
年
辛
卯
正
月
十
一
Ⅱ

４舞
一
、
江
一
仰
よ
り
御
飛
脚
到
着
、
旧
臘
廿
六
日
同
所
発
足
御
用
状
之
表

魎
今
度
若
殿
様
御
官
位
之
儀
申
来
候
に
付
、
当
屋
形
様
御
官
位
御
祝
儀
一
巻

号
御
先
格
御
用
候
間
、
其
節
之
日
記
見
出
差
出
候
様
二
と
唐
牛
十
郎
右
衛
門
殿
よ

９第
り
被
仰
付
候
間
、
則
貞
享
二
年
正
月
七
日
江
戸
よ
り
御
飛
脚
到
着
之
御
日
記

篇
懸
御
Ⅱ
候
、
右
文
言
先
格
之
通
同
十
二
冊
巳
之
刻
以
前
御
家
中
登
城
御
祝
儀

究研
申
上
之
、
畢
而
十
郎
右
衛
門
殿
被
仰
付
候
粁
、
御
祝
儀
之
御
能
組
書
記
候
所
を

ズブ
御
覧
候
而
被
申
候
者
、
所
謂
御
能
組
と
有
之
候
、
唯
御
能
組
と
計
書
候
而
宜
所
ニ

イヵ
不
用
之
儀
所
謂
と
書
候
、
其
時
分
古
キ
御
日
記
之
文
言
ニ
ハ
可
有
之
候
得
共
、

ァ
こ
び
た
る
文
者
当
世
不
入
事
二
候
、
何
も
見
候
而
も
早
速
埒
明
候
様
平
言
二
書
認

要
可
申
旨
被
仰
付
候
事

紀館料蒲
天
和
二
戌
年

報
一
、
今
年
始
而
八
幡
宮
御
祭
礼
被
仰
付
候
、
此
節
大
目
付
久
保
田
数
馬
・
佐
々
木

融
刑
部
左
衛
門
被
仰
付
候
様
二
何
も
覚
有
之
由
被
仰
越
候
、
刑
部
左
衛
門
二
様
子
承

候
処
、
年
之
儀
ハ
致
失
念
候
、
数
馬
と
両
人
被
仰
付
候
由
二
候
、
就
夫
被
仰
出
者
、

日
記
之
儀
ハ
記
録
二
留
候
物
二
候
間
、
其
節
二
書
落
候
ハ
、
迫
而
成
共
書
入
可
申

と
御
意
二
御
座
候
、
幾
年
過
候
得
而
も
書
落
と
存
儀
ハ
相
改
書
入
セ
申
訳
柄
二

有
之
候
間
、
左
様
御
心
得
可
被
成
候

一
、
被
仰
出
之
儀
、
縄
之
事
二
候
而
も
別
帳
二
書
載
候
儀
井
御
留
書
落
候
ハ
、
、

杢
右
衛
門
江
申
渡
之

留
書
仕
様
、
靭
負
江
申
達
候
処
、
留
書
二
者
縦
三
月
之
御
用
番
二
叩
請
込
候
御
用
六

七
月
二
至
り
相
済
候
而
も
其
節
受
込
之
部
江
留
可
申
候
、
日
記
江
者
其
月
々
江
書
入

可
申
由
被
仰
付
候
旨
、
其
段
御
用
番
川
越
清
左
衛
門
殿
よ
り
御
日
記
役
小
山
内

寛
政
六
年
寅
十
一
月
十
六
日

一
、
月
番
御
用
人

今
Ｈ
御
日
記
役
江
口
達
、
左
之
通

口
達

書
物
方
・
日
記
方
不
相
分
、
去
ル
亥
年
よ
り
打
込
取
扱
被
仰
付
候
処
、
此
節

弥
以
御
用
弁
二
相
成
候
二
付
、
以
来
書
キ
物
預
別
段
不
被
仰
付
、
日
記
役
二
而
兼

相
勤
候
様
被
仰
付
之

十
一
月

日
記
役
中

右
之
趣
、
御
目
付
江
も
被
仰
付
之

天
明
四
年
辰
六
月
廿
四
日

一
、
去
ル
十
三
日
江
戸
表
相
立
候
御
飛
脚
今
Ｈ
到
着
、
御
用
状
之
表

御
国
元
日
々
天
気
晴
雨
丼
季
候
共
不
被
為
在
御
承
知
、
風
説
而
巳
一
一
而
被
聰
召

候
而
者
御
不
安
心
に
も
被
成
御
座
候
二
付
、
以
来
於
其
許
日
々
日
記
書
入
之
趣
を

以
相
調
、
御
飛
脚
度
毎
御
用
状
ヲ
以
申
上
候
様
被
仰
出
候

右
之
通
申
来
候
二
付
、
六
月
廿
九
日
多
膳
殿
よ
り
御
日
記
役
江
被
成
御
渡
候

但
、
本
文
之
通
被
仰
付
候
に
付
、
御
飛
脚
立
前
日
迄
二
御
日
記
方
に
而
時
候
耆

出
来
之
上
月
番
御
用
人
中
江
差
出
候
ヘ
ハ
、
上
之
間
江
被
差
上
、
御
用
状
を
以

御
登
被
仰
付
候
事

縦
一
両
年
過
候
而
も
書
入
申
筈
二
候
事

一
、
御
目
付
立
合
と
申
文
言
者
書
申
間
敷
候
、
御
目
付
と
計
書
可
申
事

一
、
委
細
別
牒
二
有
之
と
留
り
候
分
ハ
、
別
帳
之
表
不
残
清
書
江
書
入
申
筈
二
候
事
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、
弓
御
日
記
書
様
之
儀
段
々
被
仰
付
候
張
紙
之
写

一
、
御
日
記
ヶ
条
幾
際
限
無
之
文
か
ら
ハ
相
直
シ
見
安
キ
様
二
御
認
可
被
成
候

一
、
国
郡
在
所
之
名
き
れ
不
申
様
丼
苗
字
・
名
き
れ
不
申
様
書
申
度
候

一
、
御
此
一
字
下
二
書
留
不
申
様
二
仕
度
候

囿
三
御
日
記
清
書
仕
様
二
付
諸
事

享
保
九
年
甲
辰

一
、
御
日
記
清
書
紙
唯
今
迄
西
之
内
二
而
相
認
候
得
共
、
以
来
中
大
奉
二
可
仕
事

一
、
半
紙
二
而
中
清
書
之
儀
、
此
以
後
無
用
二
仕
、
大
奉
清
書
一
通
二
可
仕
事

右
両
様
来
正
月
よ
り
前
書
之
心
得
二
而
清
書
可
仕
候
、
当
年
中
ハ
唯
今
之
通

寛
延
三
年
午
正
月

一
、
御
日
記
清
書
之
儀
唯
今
迄
下
帳
之
儘
二
而
致
清
書
来
候
処
、
無
用
之
ヶ
条
右
之

内
二
多
相
見
得
候
二
付
、
以
来
御
日
記
役
差
略
之
上
、
後
々
御
日
記
者
御
記
録
二

相
成
趣
之
ヶ
条
計
致
清
書
、
不
用
之
ヶ
条
ハ
差
除
候
而
下
帳
之
直
シ
方
致
候
之
様

一
一
被
仰
付
之

但
、
右
無
川
之
ヶ
条
逸
々
書
抜
、
別
帳
二
い
た
し
相
伺
候
、
尤
右
別
帳
粁
御
日

記
方
御
用
掛
棟
方
十
左
衛
門
殿
江
差
出
之

か
な
二
而
此
よ
り
書
申
度
候

此
よ
り
無
用
二
仕
度
候

一
、
候
・
哉
・
而
等
之
類
者
二
付

此
九
字
粁
上
江
あ
け
ず
、
下
二
言
申
度
候

一一一一

、 、、 、

右
之
通
心
得
候
而
惣
而
書
様
文
字
略
し
不
申
、
清
書
御
認
可
被
成
候
、
已
上

閏
八
月

文
字
二
而
難
認
儀
も
候
ハ
、

国
幽
中
清
耆
潰
方
伺
之
儀

明
和
七
年
寅
十
一
月
三
日

一
、
御
Ⅱ
記
役
池
川
源
之
丞
・
佐
々
木
宇
右
術
門
申
立
候
、
御
Ⅱ
記
中
浦
神
と
申

候
而
半
紙
二
而
相
認
、
貞
享
二
年
よ
り
享
保
七
年
迄
御
座
候
、
尤
清
書
井
下
帳
両

様
御
座
候
得
者
、
右
中
清
書
無
用
之
物
二
御
座
候
、
依
而
右
中
清
書
潰
方
被
仰

付
、
此
節
之
儀
二
御
座
候
間
半
紙
半
切
二
漉
直
シ
方
被
仰
付
、
諸
廉
江
渡
方
御

補
二
可
被
仰
付
候
哉
、
右
中
清
書
冊
数
千
拾
七
冊
十
櫃
二
入
候
而
御
座
候
、
如

何
可
被
仰
付
哉
之
旨
伺
申
出
之
、
御
家
老
中
江
相
達
、
右
中
清
書
御
用
相
見

宝
暦
四
年
戌
三
月
廿
日

一
、
御
Ⅱ
記
清
書
、
是
迄
大
奉
二
而
相
認
候
得
共
、
以
来
上
打
美
濃
紙
一
而
机
認
候

様
被
仰
付
候
事

寛
延
二
年
巳
四
月
十
七
日

一
、
御
日
記
清
書
卦
数
、
以
来
九
行
二
相
認
候
様
被
仰
付
候
事

安
永
九
年
子
八
月
三
日

一
、
御
Ⅱ
記
清
書
之
儀
、
以
来
十
卦
二
柑
認
候
様
、
月
番
津
軽
主
膳
殿
よ
り
被

仰
付
候

同
年
四
月
十
八
日

一
、
御
日
記
清
書
之
儀
、
近
来
机
一
而
相
認
不
申
由
、
御
太
切
之
御
記
録
二
候
間
、

古
来
之
通
向
後
机
二
而
相
認
候
之
様
棟
方
十
左
衛
門
殿
よ
り
被
仰
付
候

右
之
通
御
用
人
今
井
源
五
右
衛
門
殿
よ
り
御
日
記
役
花
田
七
左
衛
門
祁
申
渡
之
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面
】
御
Ｈ
記
役
御
能
席
江
罷
出
候
儀

延
宝
七
年
正
月
十
八
Ｈ

一
、
今
Ｈ
御
能
有
之
、
御
Ⅱ
記
役
御
能
見
物
之
席
江
罷
出
候
邪

同
一
技
芸
高
覧
之
節
、
御
日
記
役
・
表
右
筆
詰
席
江
罷
出
候
儀

元
禄
十
一
寅
年
八
月
三
Ⅱ

一
、
日
記
役
之
儀
、
向
後
Ｈ
記
方
就
御
用
御
沸
院
御
規
式
事
其
外
表
向
二
有
之
候

分
荷
大
日
付
・
御
月
付
、
又
荷
御
用
人
中
江
相
伺
罷
通
、
見
聞
次
第
餅
留
可
叩
候
、

御
書
院
一
而
者
御
小
性
組
之
相
詰
候
後
江
も
罷
通
、
御
能
其
外
御
規
式
之
躯
能
兄

届
、
承
届
細
二
書
留
可
申
候
、
品
に
よ
り
御
家
老
中
御
呼
被
成
候
御
側
江
も
被

召
寄
被
仰
付
儀
も
可
有
之
候
、
又
御
規
式
事
之
節
ハ
何
々
ヶ
様
之
儀
御
座
候

と
有
之
候
儀
、
御
日
記
役
よ
り
も
書
出
し
可
申
候
、
此
段
申
渡
候
得
と
被
仰

付
、
則
御
日
記
役
小
山
内
杢
右
衛
門
・
神
安
右
衛
門
江
御
用
人
大
湯
五
左
衛
門

申
渡
之

但
、
元
文
四
年
未
三
月
五
Ｈ
御
能
見
物
席
江
御
日
記
役
罷
出
候
儀
、
御
Ⅱ
付

よ
り
不
審
申
候
二
付
、
此
節
之
御
日
記
役
吉
村
留
兵
衛
罷
出
候
伽
、
本
文
之
趣

御
Ⅱ
付
江
見
せ
候
事

安
永
九
年
子
十
一
月
三
日

一
、
御
自
身
御
能
之
節
も
御
日
記
役
不
引
取
、
其
席
二
罷
在
候
、
猶
又
御
自
身

御
舞
方
之
節
も
右
同
様
其
席
不
引
取
罷
在
候
事

得
不
申
候
二
付
、
伺
之
通
弥
漬
シ
方
申
付
候
、
尤
紙
漉
屋
江
相
渡
候
節
足
軽
月
付

立
合
、
目
形
二
掛
相
渡
候
様
申
付
旨
御
日
記
役
江
申
遣
之

右
之
通
被
仰
付
候
二
付
、
逸
々
裂
候
而
目
形
二
掛
、
紙
漉
共
江
相
渡
之

其
後
御
日
記
役
御
能
席
江
罷
出
候
儀
二
付
、
左
之
通

閲
一
御
Ⅱ
記
方
入
ｕ
之
鍵
、
御
Ⅱ
付
部
屋
江
差
置
候
儀
伺
之
聯

宝
永
五
年
十
一
月
廿
四
日

一
、
御
日
記
所
二
階
入
口
之
錠
之
鍵
、
万
一
火
之
匂
も
有
之
候
哉
之
節
見
分
之
為

二
御
Ⅱ
付
部
屋
二
差
置
申
度
旨
、
御
日
記
役
申
立
之
通
被
仰
付
候
事

右
伺
相
済
候
以
来
、
御
日
記
方
之
入
口
之
鍵
御
目
付
部
屋
二
有
之

、
〕
末
期
判
元
見
届
之
儀

享
保
十
巳
年

一
、
漆
奉
行
以
下
之
面
々
末
期
判
元
見
届
、
御
徒
日
付
、
今
以
後
不
申
付
候
、
依

伽
支
配
頭
又
ハ
其
者
同
役
之
内
罷
越
、
当
人
之
親
類
立
合
判
元
兇
届
、
逐
一
可

申
立
候
、
此
殿
御
日
記
役
・
御
鷹
匠
・
馬
医
江
も
可
申
通
旨
御
Ⅱ
付
江
書
付
ニ
川

相
渡
之九

月
廿
四
日

右
之
通
御
触
被
仰
付
候
後
、
御
日
記
物
書
末
期
願
之
節
御
徒
目
付
よ
り
判
元

見
届
無
之
、
拙
者
共
之
内
壱
人
御
日
記
物
書
之
内
壱
人
罷
越
、
見
届
候

右
ニ
付
文
化
十
五
年
寅
正
月
廿
三
日
取
扱
候
趣

文
化
九
年
壬
申
十
一
月
廿
九
日

一
、
今
日
剣
術
高
覧
之
節
御
日
記
役
支
配
物
書
井
表
右
筆
共
右
御
座
敷
詰
席
江
罷

出
不
申
候
様
御
目
付
よ
り
申
通
候
に
付
、
前
々
よ
り
罷
出
候
伽
致
見
物
来
候
趣
、

御
用
人
中
江
留
書
表
右
筆
よ
り
申
上
候
処
、
御
Ⅱ
記
役
荷
勿
論
之
儀
、
表
右
筆
井

Ⅱ
記
物
諜
両
三
人
シ
、
も
罷
出
候
而
致
見
物
候
儀
不
苫
候
胃
被
仰
付
候
、
尤

数
人
罷
出
、
人
込
二
不
相
成
二
と
留
沸
表
右
筆
葛
内
権
助
を
以
被
仰
付
候
段
叩

聞
候
に
付
、
背
記
之
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画
川
口
忌
明
之
儀
申
上
候
仙
汕
付
、
左
二

覚

俵
子
何
程

何
人
扶
持

右
誰
儀
、
当
何
月
幾
Ⅱ
病
死
仕
候

何
之
誰

同

何
之
誰

右
之
通
麻
上
下
着
用
、
出
迎
・
送
共
仕
候
、
則
右
末
期
願
書
付
相
添
差
上
、
此

段
申
上
候
、
以
上

正
月
廿
三
Ⅱ
御
日
記
役

三
左
十
郎
様

御
日
記
物
書
見
習
葛
西
銭
弥
儀
、
去
十
二
月
よ
り
風
気
相
煩
引
籠
養
生
仕

罷
在
候
処
、
大
病
二
相
成
候
に
付
、
末
期
願
差
上
度
、
右
判
元
見
届
願
申

（
マ
マ
｝

出
候
間
、
私
共
内
菊
池
直
吉
井
御
日
記
物
書
工
藤
俊
司
罷
越
候
処
、
鉄
弥

儀
至
極
之
大
病
と
相
見
得
申
候
得
共
、
床
之
上
一
而
肩
衣
着
用
仕
、
名
乗
・

書
判
共
相
認
、
末
期
願
苫
付
差
出
候
間
、
受
取
罷
帰
申
候
、
其
節
罷
出
候

面
々
左
之
通

末
期
申
立
候
養
子

葛
西
喜
蔵

左
之
通

覚

親
類御

Ｈ
記
物
書

何
之
誰

末
期
申
立
候
養
子

国
山
］
変
之
節
御
日
記
方
御
用
意
人
足
詰
場
所
之
事

宝
暦
四
年
戌
八
月
十
八
日

一
、
変
之
節
、
御
日
記
方
御
用
意
人
足
拾
八
人
、
銘
々
荷
縄
持
候
而
外
南
御
門
外

西
館
織
部
殿
屋
敷
前
広
小
路
之
内
江
相
詰
候
筈
、
尤
万
一
右
人
足
御
用
二
候
得
者
、

前
書
之
場
所
二
呼
二
差
遣
候
而
取
寄
候
筈
、
但
シ
御
Ⅱ
記
方
詰
と
申
札
を
持
せ
差

慨
候
旨
、
御
用
之
節
稀
少
も
差
支
無
之
様
申
付
慨
候
筈
、
今
Ⅱ
於
御
城
町
奉

行
北
原
斎
江
対
談
之
上
相
究
之

一
、
右
二
付
町
年
寄
よ
り
申
出
候
趣
、
左
二

覚

変
之
節
御
城
内
御
Ⅱ
記
方
江
相
詰
候
人
足
、
左
之
迩
二
御
座
候

土
手
町
Ⅱ
行
事

人
足
拾
八
人
小
右
衛
門
組

右
之
通
御
座
候
、
尤
変
之
節
肴
二
之
御
丸
江
相
詰
候
御
定
二
御
座
候
得
共
、

御
差
図
無
御
座
候
得
者
、
御
郭
之
内
江
罷
通
候
儀
柑
成
兼
申
候
二
付
、
南
御

右
誰
儀
親
誰
忌
中
、
今
日
迄
一
一
而
相
済
、
明
幾
日
よ
り
忌
明
申
候
、
此
段
申
上

候
、
以
上

御
Ⅱ
記
役

月
Ⅱ
名
前
不
残

宛
所
御
用
人
中

諸
苗
字
様

但
、
右
忌
明
書
付
之
儀
者
末
期
願
差
上
候
月
之
御
用
番
御
用
人
中
之
宛
所
二
而
差

出
之

何

之
誰

当
寅
何
十
歳
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国
山
自
変
之
節
詰
人
夫
之
儀
二
付
、
御
目
付
よ
り
廻
状
左
之
通

宝
暦
十
一
年
辛
巳
六
月
朔
日

門
之
外
二
控
せ
罷
在
候
、
依
之
此
末
変
之
節
唯
今
迄
之
通
御
門
外
二
相
詰
せ

置
候
様
申
付
置
候
、
此
段
申
上
候
、
以
上

戌
八
月

松
山
善
左
衛
門

北
斎
様

但
以
来
共
土
手
町
支
配
之
内
よ
り
人
夫
差
出
候
筈

寛
政
六
年
寅
閏
十
一
月
四
日

一
、
変
之
節
諸
廉
江
詰
人
夫
之
儀
町
奉
行
申
出
之
内

人
夫
十
八
人
郵
域
紬
噸
如
囎
謙
侭
様
詰
所
大
手
御
門
前

何
十
人
榊
咋
鋤
〃

右
側
断

右
之
通
申
出
有
之
二
付
、
御
Ⅱ
記
方
江
都
合
弐
拾
八
人
柑
詰
候
御
定
二
候
事

寛
政
六
年
甲
寅
閏
十
一
月
四
日

一
、
今
日
御
目
付
触
、
左
之
通

一
、
出
火
之
節
諸
廉
預
り
所
江
詰
人
夫
之
儀
、
是
迄
川
火
遠
近
二
不
構
、
其
廉
々
江

机
詰
候
得
共
、
以
下
風
下
三
丁
位
、
風
上
二
丁
位
迄
柑
詰
候
様
、
尤
川
五
丁
掛

離
候
而
も
場
所
二
寄
、
或
風
烈
敷
候
節
替
相
詰
候
様
、
右
方
角
余
一
而
も
飛
火
等
無

、
心
元
場
所
ハ
其
廉
々
よ
り
町
奉
行
迄
申
達
、
早
速
人
夫
相
詰
候
様
被
仰
付
候

出
火
之
節
変
場
江
相
詰
候
町
人
夫
之
儀
、
町
奉
行
よ
り
差
図
無
之
候

ハ
、
、
不
相
渡
候
様
先
年
御
触
出
有
之
処
、
近
頃
諸
役
人
心
得
違
一
而
我

勝
二
人
夫
引
連
参
候
族
有
之
旨
相
聞
得
候
、
以
来
右
躰
之
儀
無
之
様
、

乍
然
人
夫
無
之
差
支
之
廉
も
有
之
候
ハ
、
町
奉
行
江
懸
合
候
様
、
左
候

覚

ハ
、
町
奉
行
一
而
名
前
聞
届
、
其
時
宜
二
応
、
五
人
一
手
二
い
た
し
差
遣

候
様
被
仰
付
候

一
、
諸
廉
詰
人
夫
之
儀
、
火
消
役
人
江
相
詰
候
人
夫
之
外
、
火
元
よ
り
風

上
弐
丁
、
風
下
三
丁
位
迄
相
詰
、
其
余
之
方
角
廉
々
江
考
詰
人
夫
二
不
及
、

尤
風
烈
敷
飛
火
等
有
之
節
蕃
右
方
角
遠
近
二
不
拘
、
向
々
よ
り
申
出
次
第

火
元
寄
人
夫
之
内
よ
り
町
奉
行
二
而
致
手
配
、
差
遣
候
様
被
仰
付
候
、

此
旨
共
可
被
申
触
候
、
已
上

閏
十
一
月

御
Ⅱ
付
中

右
之
通
月
番
御
用
人
松
浦
拙
派
左
衛
門
殿
よ
り
被
仰
付
之
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